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　１．議事日程（令和７年第４回北広島町議会定例会） 

令和７年１２月１１日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

於 議 場 

 

 

 

一般質問 

　≪参考≫ 

 

　２．出席議員は次のとおりである。 

 

 

　３．欠席議員は次のとおりである。 

 

　　　な　し 

 

　４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 

 日程第１ 議案第８５号 工事請負契約の締結について 

（豊平ウイング屋根改修工事）

 日程第２ 一般質問

 宮　本　裕　之 

 

泉　田　暁　彦 

 

沼　田　真　路 

亀　岡　純　一 

 

伊　藤　立　真

①外国人１割社会にどう対応していくか 

②睡眠教育の重要性と本町の取組を問う 

①国民健康保険税を問う 

②南海トラフ巨大地震への備えを問う 

持続可能な行政運営に向けた取組について 

①自然資本の活用と地域経済に寄与する取組について 

②火葬場の集約に伴う環境整備等の現状 

空き家対策と、移住・定住の取組を問う 

 　１番 亀　岡　純　一 　２番 宮　本　裕　之 　３番 坂　本　伸　次

 　４番 

　７番 

１０番　

石　坪　隆　雄 

中　村　　　忍 

泉　田　暁　彦

　５番 

　８番 

１１番

佐々木　正　之 

沼　田　真　路 

敷　本　弘　美

　６番 

　９番 

１２番

伊　藤　　　淳 

伊　藤　立　真 

湊　　　俊　文

 町 長 箕　野　博　司 副 町 長 畑　田　正　法 教 育 長 増　田　　　隆

 芸北支所長 村　竹　明　治 大朝支所長 矢　部　芳　彦 豊平支所長 熊　谷　忠　明

 危機管理課長 川　手　秀　則 総 務 課 長 中　川　克　也 財政政策課長 国　吉　孝　治

 管 財 課 長 高　下　雅　史 まちづくり推進課長 小　椿　治　之 税 務 課 長 植　田　優　香

 町民保健課長 迫　井　一　深 福 祉 課 長 細　居　　　治 こども家庭課長 芥　川　智　成
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５．職務のため議場に出席した事務局職員 

　　議会事務局長　　三　宅　克　江　　　　議会事務局　　大　内　由美子 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

午　前　１０時　００分　　開　議 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

○議長（湊俊文）　おはようございます。質問並びに答弁を行う際は、マイクを立ててからはっき

りと発言してください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。ただいまの出席議員は１

２名です。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は

配付したとおりです。ここで商工観光課長より発言の申入れがありますので、これを許します。

商工観光課長。 

○商工観光課長（大本賢一郎）　１２月５日の議案第７４号、北広島町企業立地奨励条例の一部を

改正する条例の議案説明において一部説明、読み上げの誤りがありましたので、訂正をさせて

いただきます。議案集の５６ページをお願いいたします。表中、改正後の奨励措置第５条の説

明におきまして、広島県内投資促進助成要綱の施行日の説明、読み上げを平成３年４月１日と

申し上げましたけども、正しくは令和３年４月１日施行ということで訂正をさせていただきま

す。以上です。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１　議案第８５号　工事請負契約の締結について 

 

○議長（湊俊文）　日程第１、議案第８５号、工事請負契約の締結についてを議題とします。本案

について提案理由の説明を求めます。箕野町長。 

○町長（箕野博司）　議案集の４ページをお願いします。議案第８５号、工事請負契約の締結につ

いて説明します。本案は、豊平ウイング屋根改修工事について請負契約を締結するに当たり、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により町議会

の議決を求めるものです。詳細につきましては担当から説明します。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　議案第８５号、工事請負契約の締結について、まちづくり推

進課からご説明いたします。追加提出議案４ページをお願いいたします。１、工事名、豊平ウ

イング屋根改修工事。２、工事場所、北広島町都志見。３、工期、議会の議決のあった日の翌

日から令和８年３月３１日まで。４、請負金額、１億４０８０万円、うち取引に係る消費税及

 環境生活課長 出　廣　美　穂 農 林 課 長 宮　地　弥　樹 商工観光課長 大　本　賢一郎

 建 設 課 長 

会計管理者

藤　井　尚　志 

大　畑　紹　子

消 防 長 笠　道　宏　和 教 育 課 長 植　田　伸　二
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び地方消費税の額１２８０万円。５、請負者、広島県山県郡北広島町春木５１２番地１、石見

工業株式会社広島支店、支店長小泉義則。当該工事は、豊平ウイング屋根の経年劣化等による

雨漏りに対応するもので、１１月２７日に一般競争入札を執行し、１２月４日に仮契約を締結

したものでございます。工事概要等につきましては別添資料のとおりでございます。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（湊俊文）　これをもって提案理由の説明を終わります。本案については、後日、審議採決

を行います。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第２　一般質問 

 

○議長（湊俊文）　日程第２、一般質問を行います。質問時間は３０分以内とします。また、質問

及び答弁においては簡潔に行っていただくようお願いをしておきます。質問の通告を受けてお

りますので、登壇してマイクを正面に向けてから一般質問を行ってください。２番、宮本議員

の発言を許します。 

○２番（宮本裕之）　２番、宮本裕之です。１２月定例会一般質問のトップバッターを務めさせて

いただきます。それでは、さきに通告しております大綱２点について質問をいたします。質問

の１点目は、外国人１割社会にどのように対応していくかということでございます。１１月３

日付の中国新聞によりますと、国立社会保障・人口問題研究所は、全国の自治体のうち１３都

道府県の計２７市区町村は、今年１月時点で住民に占める外国人の割合が１０％を超えている

ことが分かったと掲載されています。技能実習生を含む外国人労働者や永住者等であり、比率

の高い自治体は、工業地帯や観光地が目立つことも分かりました。外国人社会が現実化した自

治体などでは貴重な働き手、地域の支え手として歓迎する一方、環境の変化に戸惑う声も聞こ

えてきます。高市政権が入国外国人に対する規制強化を打ち出す中、行政の在り方が問われる

時代が来ていると感じるのは多くの国民でもあると思われます。現在の日本の人口減少、特に

労働者人口減少に外国人労働者は不可欠な存在になっていることも事実であります。福井県立

大学の佐々井司人口学教授は、日本は外国人との共生なしでは存続できない社会であり、足元

の課題を直視すべきと指摘されております。本町にも外国人登録者が永住外国人と期間限定者

と合わせて１０月末現在時点で７５１人住んでいます。こうした状況を踏まえて次の質問を行

います。本町の外国人登録者の合併時からの推移についてお聞きいたします。 

○議長（湊俊文）　町民保健課長。 

○町民保健課長（迫井一深）　合併時２７２人だった外国人登録者数は、本年１０月末で７５１人

まで上昇し、２０年間で約２．８倍に増加しております。全体的に見ても、外国人登録者の人

数推移は上昇傾向にあり、新型コロナ感染症により、水際対策強化による海外からの入国規制

で令和２年度と３年度は減少しましたが、新規入国が緩和された令和４年度末は前年比１９．

８％、令和５年度末では２２．４％と増加しております。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　７５１人の外国人登録者のうち１１６人が永住外国人、残りの期間限定６３

５人、こうした外国人の方の永住外国人の方がこれからも増えるんではないかと予想するんで
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すが、いかがでしょうか。 

○議長（湊俊文）　商工観光課長。 

○商工観光課長（大本賢一郎）　本町においての今後の外国人労働者等の依存割合が増えるかとい

うことでお答えをさせていただきます。過去３年間における本町の外国人総数のうち、就業者

と思われる人数の推移を見てみますと、令和５年４月が約４６０人、令和６年４月が約５７０

人、令和７年４月が約６５０人と増加傾向にあります。令和７年９月の町内有効求人倍率は２．

４８倍であり、多くの事業者が人手を十分に確保できていない状況にあります。こうしたデー

タからも担い手の確保のため、外国人労働者の雇用は今後ますます増加し、事業における依存

割合も高まっていくものと考えます。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　外国人労働者の雇用は今後ますます増えると予想されるということ、私も同

感です。本町、今２．４８倍の有効求人倍率、一番高いときは１０倍を超えてたときもあった

んですよね。そういった意味で、やはり外国人の労働者に依存する割合は当然高くなる。これ

介護の現場でもそうなんですね。芸北福祉会においても、やはりインドネシアとか、そういっ

た外国人の人に助けてもらってるというのが実感です。これからいろいろ考えていかなきゃい

けないので次の質問をさせていただくんですが、本町の国籍別、外国人登録者上位５位と、合

わせて国数の数をお知らせください。 

○議長（湊俊文）　町民保健課長。 

○町民保健課長（迫井一深）　国籍別の外国人登録者の上位５か国はベトナム３６９人、インドネ

シア１９５人、タイ５０人、フィリピン３３人、中国３１人で、国数は１９か国になります。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　１９か国、国際色豊かなまちになりつつあるといっていいでしょう。国全体

では中国人が一番多く９０万人、次にベトナム人が６６万人、次に韓国４１万、４位にフィリ

ピン３５万人という推移をしています。このあとネパール、インドネシア、ブラジルと続くん

ですが、ものすごい多くの方が日本で生活しています。こうした中で、中国との関係が非常に

まずくなっている中で中国人が日本で一番多い。本町ではベトナム人が３６９人と一応多くな

ってます。このベトナム人、ほとんどの方はこれ季節限定労働者、技能実習生であると思って

いいんでしょうか。 

○議長（湊俊文）　町民保健課長。 

○町民保健課長（迫井一深）　ベトナムからは多くの技能実習生の方が本町に来ておられます。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　次の質問にさせていただきます。女性初の総理大臣高市政権によって、外国

人規制の強化が始まるという報道されてますが、本町にはどのような影響があるのか、伺いま

す。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　現在、各メディアにより高市政権における外国人施策につい

て報道がされております。検討されている内容といたしましては、在留資格の審査の厳正な運

用、オーバーツーリズム対策の強化、外国人犯罪への適切な対応、土地取得のルールの在り方

などが上げられます。現在、国による議論が始まった段階であるため、現時点におきまして本

町への影響、課題となることは想定できません。 
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○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　そうですね。想定まだ難しいと思います。今後の状況に注目していきたいと

思います。それでは次に、本町の中での外国人とのトラブルといったようなものは発生してい

るのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　町民保健課長。 

○町民保健課長（迫井一深）　当課におきましては、外国人とのトラブルについては聞いておりま

せん。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　それは町民保健課のほうですよね。これ商工観光課のほうではそういったこ

とは聞いていませんか。 

○議長（湊俊文）　商工観光課長。 

○商工観光課長（大本賢一郎）　商工観光課のほうでも住民あるいは企業等からそういったトラブ

ル等の報告は受けておりません。以上です。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　トラブルが発生していないということは非常にいいことでもありますし、仲

よくしていける方向ができれば一番望ましいとは思います。それでは次に、本町の外国人が持

つ固定資産の状況等について伺います。 

○議長（湊俊文）　税務課長。 

○税務課長（植田優香）　本町においては、外国人の方が土地や家屋を所有している割合は非常に

少ない状況です。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　非常に少ないという答弁は非常に分かりづらいんですが、本当ごく僅かだと

いうことで判断していいでしょうか。 

○議長（湊俊文）　税務課長。 

○税務課長（植田優香）　土地、それから家屋とも所有者、それから筆数、棟数とかから割合を出

しても０．１％にも満たない状況でございます。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　分かりました。本町の外国人が所有している固定資産というのは少ないんで

すが、実は町外の、日本にいないと言ってもいいかもしれないですが、私のすぐそばの土地も

外国人がもう既に登記しているという土地があるんです。ですから非常に今後、森林を含め、

いろんなところを外国人が買収していくというのを私は非常に危惧しております。そういった

土地が不正と言っちゃいけんですが、登記や、いろんな要らない物を捨ててくるとか、そうい

った流れが出てくる可能性もあります。ですので私は副町長、外国人が土地を買うときに何ら

かの制限をするべきじゃないかと思っております。町として、どのように外国人が土地を売買

する流れに歯止めをかけるような条例とか、ものを考えるべきじゃないかと私は思うんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（湊俊文）　通告外ですが、副町長。 

○副町長（畑田正法）　今の質問でございますけども、外国人が土地を所有して、その活用につい

ての問題・課題というところにつきましては、全国的なところで起こっている状況でもありま

す。これについてどう対応していくのかということでございますけども、町民の方、日本人の
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方が持っておられる土地についてなかなか相続であるとか引き継いでいくというふうな状況が

難しいという、一方ではそういう課題もございます。その中で規制をかけていくのかというこ

とになりますと、一律に規制をかけるということには当然ならないと思っております。全てが

これが悪い方向にいくのかということの判断を考えるときには、全てそういう方向にはならな

いと思っております。でき得れば国のほうである程度のガイドライン、考え方を示していただ

いて、その中で本町も対応していけばいいのかなというふうには思っております。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　そうですね。今の答弁、全くそのとおりだと思います。北海道なんかでも中

国人がかなり土地を買収しているという状況聞きます。本町の外国人は、この町の土地をそん

なに固定資産を買ってはいませんが、日本の領土ですね、外国人が買収していく流れというの

はどこかで歯止めせにゃいけんということで、高市政権もそれを考えているんだと思います。

それでは次に、日本語の教育現場の状況と今後の課題についてお聞きいたします。 

○議長（湊俊文）　町民保健課長。 

○町民保健課長（迫井一深）　本町に居住し、就労する技能実習生や特定技能などの外国人住民を

対象とした地域日本語教室「なないろ」を令和３年７月から開催しております。現状としまし

ては、ボランティアスタッフのご協力の下、現在月２回開催しております。内容としましては、

日本語学習のほか、これまでに生活に必要な防災学習やごみの捨て方の学習、イベントや交流

事業として料理教室やスポーツ交流会、餅つき大会などを実施しております。課題としまして

は、地域日本語教室をまちづくりセンターで開催しておりますが、多くの外国人は自転車で移

動されます。このため千代田地域外や遠方に居住されている方は参加しにくいという状況がご

ざいます。また、地域日本語教室を開催していることや開催日程の周知など、情報発信などに

ついても課題があるものと考えております。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　そうですね、千代田地域の方は自転車で来られますが、遠くの方はなかなか

来づらい。私、芸北地域にも奥さんが日本人で外国人の方が住んでおられます。奥さんは狩猟

免許を取っておられます。旦那さんも狩猟免許を取りたいと頑張って日本語勉強してるんです

が、なかなか日本語の理解ができないので受からないという。こういった実情、これは農林課

長も、こういう思いを持ってる方がおられるんで、何とかこの方に免許を取ってもらって、有

害鳥獣対策に参加していただける外国人も増えてきても私はいいと思うんですが、通告してな

いんですが、農林課長、答弁できますか。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　狩猟免許者の担い手不足、これも大きな課題というふうになっておりま

す。農業分野におきましても外国人労働者の確保しながら取組してるところでございます。有

害鳥獣につきましては貴重なご意見伺いました。その辺のとこにつきまして、また研究させて

もらいたいと思います。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　今、農林課長の答弁があったように外国人の永住者の方がこういう狩猟にも

協力しようというありがたい方がおられるので、ぜひともこういう方には町としても援助して

もらいたい。日本語教育の場がありますよといって、そこに行ってもらう。奥さん日本人です

から、教えることはできるとは思うんですが、やはり免許を取るための日本語はやはり専門的
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な分野ですから、しっかり教えてもらえるような流れをつくっていただきたい。そのように思

います。それでは、外国人１割社会にどう対応していくかということで、本町７５１人、切り

上げというか、約５％になります。こうした現状に対して、町長どのように思われているか、

所見を伺います。 

○議長（湊俊文）　町長。 

○町長（箕野博司）　本町におきましても少子化、高齢化が進み、労働人口が減少し、産業や暮ら

しの場で外国人居住者が欠かせない役割を担っていると考えております。地域において、互い

に理解と共生を進めていくため、日本語や文化、習慣を学ぶ教室を継続的に開催し、その中で

生活面においてもアドバイスができる環境づくりも必要であると考えております。高市政権に

おける外国人政策の議論がどのように進むのかは分かりませんが、本町としましては、排外的

な行動につながることのないよう、秩序のある共生社会の実現に向けた施策の展開を進めてい

きたいと考えております。また、かなり外国の方も増えてきているということもありますので、

外国の人とのふれあいの場づくりも必要であるというふうに考えております。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　外国人との共生は非常に大切だという答弁をいただきました。まさに、本当

にひょっとしたら農林業、全ての産業にも関わってもらえる流れができてくるんじゃないかと

私は思っております。トラブルのない、ともにこのまちをよくしていくための貴重な外国人労

働者、永住の方、そういったまちづくりをやはりこれアメリカとかヨーロッパなんか移住民を

止めたりしてて、なかなか難しい問題も出てくると思うんですが、協力できるまち、それを目

指していけば、私は本当外国人とも仲よく暮らせるんじゃないかと考えております。それでは

次の質問に移ります。２点目の質問は、睡眠教育の重要性と本町の取組を問うものであります。

１１月１５日土曜日、芸北文化ホールで開催された第４０回家庭と学校と地域を結ぶ教育の集

いの中で、上級睡眠健康指導士、保田厚子先生の「脳を育て脳を守る　子供と大人の睡眠教室」

という題で講演を拝聴いたしました。睡眠により脳を育て脳を守ることで、人間の持つ様々な

能力が発揮されることが近年の研究や様々な論文でも発表されています。何となく疲れやすい、

ストレスを感じる、どか食いしやすい、ささいなことでいらいらする、集中力が続かない、注

意が散漫になるなど、これらの要因は睡眠不足から来る初期症状として代表的なものと指摘さ

れました。逆に睡眠から得られるものとして、疲労回復、肥満防止、ストレス解消、肌質の改

善、さらには記憶の定着、技術力の向上、身長の伸びも証明されていると聞きました。また、

１１月２０日のＲＣＣテレビの番組の中で、高校１年生から３年生を対象にして、成績の伸び

や技術力が上がらない生徒を中心に、多くの生徒が保田先生の睡眠講座を聞いている状況が放

映されました。特に生徒たちが真剣に睡眠の大切さを感じ取っていたことが印象的でもありま

した。そのほかにこの先生、世羅高校の陸上部の指導に１０年間当たり、この間、男子駅伝部

を４回全国優勝、女子駅伝部を２回全国優勝に導いたことも睡眠と食事の大切さを理解してい

ただいた成果とも話されました。こうした講演から、本町も睡眠教育の重要性を児童生徒にい

ま一度指導することが必要と考え、次の質問を行います。合併後、小中学校における睡眠指導

の状況についてお聞きします。 

○議長（湊俊文）　教育課長。 

○教育課長（植田伸二）　町内全ての小中義務教育学校におきまして睡眠について指導を行ってお

り、大きく分けて、教科での指導と学校生活全体を通じての指導がございます。教科指導とし
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ましては、小学校では３年生体育科の保健領域、中学校は１・２年生保健体育科の保健分野に

おいて睡眠が取り上げられます。小中学校ともに健康な生活、疾病の予防に関わって、運動、

食事と合わせて休養及び睡眠が取り扱われています。もう一つの学校生活全体を通じた指導と

しましては、メディアとの接触時間の増加による睡眠時間の減少を防ぐため、メディアコント

ロールによる睡眠指導に取り組んでいます。このほか学級生活の内容、心身ともに健康で安全

な生活態度の形成として睡眠を取り扱うことや、生活習慣やメディア使用時間等の調査の実施、

調査結果により明らかになった課題を基に睡眠の重要性について全校朝会での指導や保健だよ

りによる家庭への啓発などを行っている学校もございます。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　小中学校においても、この睡眠教育が大事だということで指導されていると

いうことは伺いましたが、１点、メディアコントロールによる睡眠指導、メディアコントロー

ルによる指導というのはどういうものなんでしょうか。 

○議長（湊俊文）　教育課長。 

○教育課長（植田伸二）　スマホやテレビ、そういったメディア関係を多くその時間に取られるこ

とによって、学習時間や睡眠時間が減ってしまい健康に影響が出る。そういったところで、生

徒指導のところでメディアをしっかりコントロールをして健康につなげようというものでござ

います。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　次に児童生徒への睡眠状況の把握と、不登校の児童への聞き取りなどはされ

ているんでしょうか。 

○議長（湊俊文）　教育課長。 

○教育課長（植田伸二）　状況把握につきましては、生活習慣調査やアンケートにより児童生徒の

睡眠状況を把握しています。学年が上がるにつれて就寝時間が遅くなる。休日前の就寝時間、

休日の起床時間が遅くなる。比較的睡眠時間が取れているなど把握をしているところです。不

登校児童生徒の聞き取りにつきましては、一人一人の状況が違う中、家庭との間で定期的な連

絡を行い、睡眠の状況も含め、生活実態の把握に努めています。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　学年が上がるにつれて睡眠時間が短くなる。これ私、民泊で全国の小中高校

生が来たときに、必ず聞くのが朝ご飯は食べているか。夜何時ぐらいに寝て、何時ぐらいに朝

起きるのかというのを必ず聞きます。やはり、もう高校生なんて５時間とか、そんな子もいま

すし、やっぱり小学生は７時間ぐらいは寝てます。この保田先生の講義によりますと、やはり

二十歳ぐらいまではやっぱり７時間程度の睡眠、７時間ぐらい寝る人が一番長生きをしている。

これは世界のデータでも出てるらしいです。長く寝る人も短く寝る人も寿命が短くなる。こう

いう結果も出ています。こういったこと、私は不登校の子どもたちの原因の一つに私はやっぱ

り睡眠が関わっているんじゃないかということを親御さんに聞いてあげて、よく寝てますかと

か、夜遅くまでスマホやらゲームをしていませんかとか、こういうことをまずただしていかな

いことには、学校に来るのが嫌なんかじゃあ、駄目なんですよね。根本的なことをしっかりや

りなさいということを保田先生は大事だよと教えていただきました。では、教職員の方ですよ

ね、先生寝てますかね。睡眠の重要性というのは先生がまず理解しないことには、自分はやっ

てないけど、生徒にはしっかり寝ろというのもおかしな話で、教職員の睡眠に対する把握とい
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うか、重さをどれだけ理解されているか、ちょっと聞いてみたいと思います。 

○議長（湊俊文）　教育課長。 

○教育課長（植田伸二）　教職員も睡眠の重要性は把握をされているものと思っています。学校で

の取組としては、各校それぞれ適切な睡眠の確保に向けた指導を行うなど、生活リズムを整え

ることを促す取組を行っているところです。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　実は私の娘も教員をしておるんですが、結婚するまで家に帰ってくるのは８

時、９時、それから次の日の勉強のために遅くまでやってました。これじゃ６時間ぐらいしか

寝れんのですね。そういうことも含めて、仕事も大事だけど、もっと大事なのは睡眠だよって

いうことをしっかり教えていくことが必要ではないかと思います。次に、今後、小中学校児童

生徒へのさらなる睡眠、食事の指導についてのお考えをお聞きします。 

○議長（湊俊文）　教育課長。 

○教育課長（植田伸二）　引き続き学習指導要領に基づき、体育科や保健体育科における指導に取

り組むとともに、何より家庭での取組が重要であるため、家庭との連携もしっかりと行ってま

いります。児童生徒が自分自身の生活習慣を振り返り、よりよくしたいと自分事として考えら

れるよう促してまいりたいと考えております。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　それでは最後に教育長に、これ一緒に拝聴させていただいたんで、保田厚子

先生の講演を今後どのように生かしていかれるか、お聞きします。 

○議長（湊俊文）　教育長。 

○教育長（増田隆）　私も講演を拝聴させていただきました。先ほど議員も述べられましたが、良

質な睡眠は脳を育て脳を守る。良質な睡眠は心身の健康に大きく影響する。背の伸びにも関係

が深い。昼寝をするなら１５時までに１５分間ぐらいが適当なんだ等々大変示唆に富む内容を

教えていただきました。小中学校では睡眠の大切さについては、学習指導要領に準拠しながら、

小学校３年生から中学校３年生まで、睡眠関連を含めると、ほぼ毎学年で保健の授業等で取り

扱うこととなっているところでございますが、保田先生の講演で学んだことをも生かしながら、

よりよい睡眠の学習にしてまいりたいと考えております。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　教育長がよりよいものにしてまいりたいという答弁でした。ぜひ、この保田

先生の講演、今後も何らかの時期といいますか、早い時期にもう一度、小学生は高学年ぐらい

で、できれば中高生ぜひ聞いてもらいたい。あの場所に中高生があまりいなかったのが残念で

ならなかったんですが、メジャーリーグのＭＶＰを取った大谷翔平選手、この方の目標シート

というのは有名なことなんですが、それ以前に彼は睡眠の大切さを既にもう子どもの頃から知

っていたというか、親から植えつけられたのか知らないけど、だからあれだけの大きな体にな

って、今もって何が一番大切かというのは、帰って寝ます。寝ること。そういった教育が私も

早う受けとったら、違った人生になったんじゃないかなと、ふと思ったりもしますけど、まさ

に目からうろこの講義だったと。聞いてた人は皆そう思ったと思います。今教育長言われたよ

うに、午後３時、１５時までに１５分から２０分ぐらいだと思うんですが、寝ることが非常に

大切、農業されてる方やいろんな職業に就かれてる方、昼休憩に寝てる方たくさんいますよ。

これはやはりその後に作業とか、いろんな技術力も有効に働くんだということだと思います。
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だとしたら、児童生徒が昼休憩に１５分ぐらい寝ることを推進してもいいと思うんですよ。強

制はしなくていいですが、寝ることがいいんだよと。例えば午後の授業になってもまだ寝てい

る子がいたら、この子いつから寝てるって、今寝たばっかりですなら、１５分間寝させてあげ

るというのもどうなんかなと。それはできないかもしれませんが、教育長どうでしょう。昼寝

の時間を設ける。芸北小学校では昼休憩に５分間、もうずうっと走らせるというのをやってま

す。これも大事ですけど、寝させるということを教育の中で進めてみてはいかがでしょうか、

どうでしょうか。 

○議長（湊俊文）　教育長。 

○教育長（増田隆）　大変斬新なご提言をいただいたと思いますが、実際小中学校は給食を食べ終

わると、１３時１０分ぐらいになってしまいます。３０分から３５分ぐらいから５時間目が始

まりますので、当番等やっている児童生徒についてはなかなかその時間は実はないので、です

が、当番でない子どもは昼寝をしている子ども、時々見かけますので、今後そういったことが

できるかどうかはちょっと検討し、研究をしてまいりたいというふうに思っております。先ほ

ど申し上げられた不登校の子についてもですが、生活リズムをやっぱりずっと持ち続けること、

とても大事なので、かつては早寝早起き朝ご飯、三点固定とかという形で生活のリズムをずっ

と保持していくことを学校も保護者も大事にして進めていたところでございますので、それに

ついては今後もしっかり取り組みたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（湊俊文）　宮本議員。 

○２番（宮本裕之）　ぜひとも保田厚子先生の講義をこれからもやっぱり念頭に置いて、ぜひとも

一度本町で、紫の里で講演会を開催することをぜひとも希望して、私の質問を終わります。 

○議長（湊俊文）　これで宮本議員の質問を終わります。ここで暫時休憩を取ります。１１時まで

とします。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

午前　１０時　４４分　　休　憩 

 

午前　１１時　００分　　再　開 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

○議長（湊俊文）　再開します。１０番、泉田議員の発言を許します。 

○１０番（泉田暁彦）　１０番、泉田暁彦です。今回は２点質問をさせていただきます。まず第一

に、９月議会におきまして、私に対する町長からの最終答弁は保険税統一について、９月以内

に県から市町に説明があるということでありました。それを受けて判断するということであっ

たので、これを受けて、まず、第一に質問します。町長、どのような説明があったのか、お聞

かせください。 

○議長（湊俊文）　町民保健課長。 

○町民保健課長（迫井一深）　９月に市長会、町村会において県から保険税水準の完全統一につい

ての説明が改めてなされる予定となっておりましたが、いまだ開催されておりません。 
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○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　説明があることを前提にいろいろ質問しようと思ってたんですが、何か肩

透かしをくらったようで、もし、なぜ９月以降、いまだにその説明がないのかご存じならお教

えください。 

○議長（湊俊文）　町民保健課長。 

○町民保健課長（迫井一深）　保険料水準の統一につきましては、令和７年４月に広島県町村会町

村会議、また広島県市長会議において、広島県のほうから一旦説明をされております。その中

でなかなか意見がまとまらず、また改めて８月、９月には２回目を開催するといったようなと

ころで説明を受けておりました。そこらがまだまとまっていないんかなと推測をしているとこ

ろでございます。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　説明がないということなんで、ここを議論しようと思って、いろいろ用意

してたんですが、飛ばします。一つお尋ねしたいんですが、いろんな市町で基金等の自己財源

を充当して被保険者の負担を軽減する取組を行おうとしている市町村、これが１７市町村あり

ます。北広島町はこれに該当しておりません。これは一体なぜなのか、お聞かせください。 

○議長（湊俊文）　町民保健課長。 

○町民保健課長（迫井一深）　令和７年度の当初予算編成におきましては、令和７年第１回定例会

の総務常任委員会において説明させていただきましたとおり、被保険者の保険税負担軽減のた

めに財政調整基金のほうから約２８００万円を充当しております。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　令和７年９月１１日に発行されております広島県健康福祉局の資料により

ますと、現在の市町における保険税率と県が示す標準保険税率にはかい離があり、標準保険税

率を採用することによる急激な保険水準の上昇に伴う被保険者の負担を緩和する必要があると

いう指摘があります。これについてはどう思われますか。 

○議長（湊俊文）　町民保健課長。 

○町民保健課長（迫井一深）　広島県の令和７年９月定例会の９月１１日に開催された生活福祉保

健委員会での健康福祉局国民健康保険課の資料につきましては私も拝見しております。その中

で、保険料水準の完全統一に向けた令和７年度各市町の取組状況についてという中で、基金等

の自己財源充当見込みの市町ということで、充当市町１７市町、５市町と北広島町を除くとい

うことにはなっております。どうしてこのような資料が出たかということは把握しておりませ

んが、本町当初予算編成過程におきまして、先ほど答弁申しましたように、約２８００万円を

充当して当初予算を編成しているところでございます。また、資料の別ページにはなりますが、

北広島町、県が示した標準保険税率と差があるといったところで、数値も記載されておりまし

たので、その記載があるということは何らかの手だてをしているというものと考えております。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　県の福祉局がはっきりと、北広島町は該当していないという資料を出して

るんです。だからどちらかが、町が間違ってるのか、どこかで手違いがあったのかということ

なんですが、２８００万円の充当しておるということなんですけど、その２８００万円が健康

福祉局に対して、果たして住民を助けることになるのかどうか。そこを考えられたんかなとい

うふうに思います。答弁はいいです。 
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○議長（湊俊文）　町民保健課長。 

○町民保健課長（迫井一深）　町としましても保険者の保険税の負担軽減、負担緩和というところ

を考えまして、令和６年度との比較にはなりますが、後期分、介護分は６年度と変更しており

ません。しかしながら医療分につきましては所得割を０．５％、均等割は３７７円、平等割に

つきましては６２５円上げさせていただいているような状況ではございますが、町としまして

も負担緩和に努めているところでございます。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　分かりました。県から説明がない中で、そういった議論幾らしても駄目だ

と思いますので、町長にお伺いします。６月議会から、６月、９月、今回ですね、何回も申し

上げておりますが、国保税によって困窮されている方は少なからずおられます。自己財源を投

じて救済するお考えがあるのかどうか、町長に伺います。 

○議長（湊俊文）　町長。 

○町長（箕野博司）　先ほど来出ておりますように、本町としても基金を取り崩して負担軽減を図

るという方向で進めておりますんで、今後もそのようにしていきたいと思いますけども、前回

もお話をさせていただきましたが、この健康保険税の今後の在り方としては、構造的になかな

か厳しい、高齢者がほとんどであるという状況等ありますので、なかなか厳しい状況でありま

す。今年も１１月に国のほうに要望活動行かせてもらいましたけども、その中でも、私が行っ

たのは、広島県の出身の議員のところでありますけども、制度そのものがもう成り立たない状

況になりつつあるというふうに思ってますので、抜本的な改革もしていただかなければならな

いというふうに思ってますが、すぐはできないということでありますので、そこまでは国の助

成等いただきながら、ある程度維持をしていくということにならざるを得ないのではないかと

いうふうに考えておるところであります。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　これからも基金から充当したり、いろんな方策を考えるというお約束をい

ただいたんで、たちまち町長にお任せすることにいたします。よろしくお願いします。では、

次の質問に参ります。次は、南海トラフ巨大地震についてです。これは自然が相手ですから、

非常に答弁に、はっきりした答弁はできないと思いますが、確認の意味も含めまして、そして

町民の皆さんに啓発の意味も含めまして質問をいたします。まず１つ目、以前避難所マップが

配布されましたが、現在も変わってないのか、お聞かせください。 

○議長（湊俊文）　危機管理課長。 

○危機管理課長（川手秀則）　議員ご指摘の避難所マップは、本町が昨年度令和６年度に作成し、

令和７年３月に配布しました北広島町防災ハザードマップのことかと思います。まだ作成から

日が浅いために現時点ではほぼほぼ変更はないものと認識しておりますけども、避難所につき

ましては、定期的な確認作業に加えまして、必要に応じて見直しを図っておりますので、最新

の情報につきましては、北広島町ホームページでご確認いただければと思っております。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　１点ほど、町民の方から避難所が旧小学校あるいは中学校になってるとこ

ろがあると。そこは木造だと。これはちょっと避難する気にはならんのんですがというお問合

せがありました。定期的に確認をされてるということなんですけど、その辺りをもう一度、本

当に避難所として問題ないのかというところをご確認を願えればと思います。 
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○議長（湊俊文）　危機管理課長。 

○危機管理課長（川手秀則）　避難所の指定については、土砂災害、それから洪水、それから地震

というふうな災害の種別によって指定の区分を分けておりますので、必ずしも３つ全てに該当

する施設かどうかというところは、その表を見ていただかないといけないんですけれども、地

震のところが丸がついてないところは耐震性がないというようなところで丸をつけておりませ

ん。ただし、地震が発生した後に建物が使えるような状況であれば、そこもすなわち避難所に

なり得るというところですので、ケース・バイ・ケースというところで捉えていただけたらと

思います。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　分かりました。続いて、火災あるいは崖崩れ、こういった災害が発生した

際の体制は整っておるのか、お聞かせください。 

○議長（湊俊文）　危機管理課長。 

○危機管理課長（川手秀則）　火災が発生した際ですけれども、一定規模までの火災でありますれ

ば、本町の消防署が中心となりまして消防団が協力して消火活動に当たります。けれど、同時

多発的に火災が発生した場合は、それだけでは対処しかねる事態も想定されます。そうした場

合には広島県内広域消防相互応援協定により応援を要請いたします。また、場合によっては緊

急消防援助隊、これは消防庁の関係ですけども、そちらの派遣を依頼するなどして事態の収束

に努めてまいります。次に、崖崩れなどの土砂災害の場合は生き埋めになった人がいないかな

ど、人命救助を第一に考えて行動します。その際にも地域の消防力だけで不足する場合には、

先ほどのような手段や自衛隊の派遣要請をしていくことになります。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　分かりました。続いての質問ですが、どうしても人間生きていくためには

水、食料が要ります。こういったものの備蓄の方法ですよね。これは一体どのようにされてお

るのか、お聞かせください。 

○議長（湊俊文）　危機管理課長。 

○危機管理課長（川手秀則）　飲料水や非常食につきましては、町内の主な避難所での拠点備蓄、

それから公的施設などへの分散備蓄、ホームセンターやドラッグストアなどとの連携協定先に

よる流通備蓄、医療・福祉や一般の事業所等における備蓄などを効果的に組み合わせることと

しております。しかし、これらの公共備蓄するにも限界はありますので、いざというときのた

めに最も重要なのは家庭での備えでございます。家族構成など考慮して、無駄のないローリン

グストックの考え方に基づいて、非常持ち出しリュックには３日分を、また物流が途絶えた場

合や在宅避難をする場合などを想定して、家庭内に７日分程度の水や食料の備蓄をぜひお願い

したいと考えております。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　これも住民から聞いたんですけど、町がやってるんかなと思ったんですが、

どうもそうでもないようです。黄色いこんな袋ですよね、非常用の袋。食料３日分とかいろん

な物が入るようなものを大朝地区で区長が配布しておるよというのを聞いたんですが、これ本

当でしょうか。 

○議長（湊俊文）　危機管理課長。 

○危機管理課長（川手秀則）　議員がご指摘された大朝地域の配布については詳細は把握しており
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ませんけれども、うちのほうで行っております避難の呼びかけ実践体制構築支援事業というの

が、県の事業を採用して町もそれに乗っかってやっている事業があるんですけれども、そうい

った取組の事業を使えば、自主防災組織が行うそういったリュックを買ったり発電機を買った

り、避難所で使うテントを買ったり、ビニールシート買ったりとかいうような、そういった資

機材の整備にも使えますので、そういったものを利用されたのかもしれません。できるだけ、

個人でホームセンターで買うこともできますけども、地域で一体となって取り組んでいただく

ほうが望ましいかと考えております。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　地域で取り組む、大変いいことなんですけど、町としては、そこに予算を

つぎ込む気はおありでしょうか。 

○議長（湊俊文）　危機管理課長。 

○危機管理課長（川手秀則）　繰り返しになるんですけれども、今の県の事業を活用して、町がは

ら通しで地域の自主防災会のほうに補助させていただいているというところでございます。結

構活用の応募も多くございますので、実績をにらみながら、補正予算を組み立てながら対応し

ておりますので、行政区長会でありましたり、自主防災組織の連絡会などでも広くＰＲをして

いるところでございます。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　はい、分かりました。それでは次にけが人が発生した際の医療体制ですね。

病院が崩壊したらどうしようもないんですけど、これはどうなっているでしょうか。 

○議長（湊俊文）　町民保健課長。 

○町民保健課長（迫井一深）　災害時にけが人が発生した際には山県郡医師会、山県郡歯科医師会

及び医療機関との連携の下に医療救護活動を実施してまいります。町の医療救護活動のみで対

処できない場合は、直ちに県及び日本赤十字社広島県支部等に協力を要請します。また、災害

時の二次的な健康被害を予防するため保健師等による公衆衛生活動を実施してまいります。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　なるべくこういったけが人が出ないようなことを祈ります。それと次に、

地震予知連絡会というのが存在するわけなんですけど、こちらとの連絡あるいはコンタクトは

取っておられますでしょうか。 

○議長（湊俊文）　危機管理課長。 

○危機管理課長（川手秀則）　地震予知連絡会ですけども、連絡したことはございません。５０年

以上も前に発足した地震予知連絡会ですが、現状で地震予知は不可能であるということを国も

認めています。そのため、この連絡会では地震活動や地殻変動の状況、地震に関する様々な検

討結果、そして現状の地震予知の実力などについて社会に分かりやすく伝え、地震災害の減災

に貢献する活動に方向性を見直されております。大学、研究機関、行政機関の専門家で構成す

る委員が年に４回行う定例会と地震発生の状況に応じて開かれる臨時会があります。したがい

まして、ふだんから連絡を取り合えるような常設の機関には当たらないものと認識しておりま

す。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　確かに今のご答弁で、５０年以上も前に発足したということで、そんなも

ん役に立たんじゃないかに聞こえるんですが、実は大変活発に活動されとるんですよ。相手自
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然ですから、どういった形で、最大限の人間ができる情報をやっぱり得とかんと、その態勢が

取れないというふうに私は考えます。したがって、どのような形で今までそういったデータを

取られていたのか分かりましたら、お聞かせください。 

○議長（湊俊文）　危機管理課長。 

○危機管理課長（川手秀則）　地理学とか地震学とか気象とか、そういった専門的な分野のところ

は私も分かりませんけれども、様々そういう地質とか断層とか、これまでの地震発生の被害な

どを分析・解析しながら研究されているんだろうと思います。先日ありました東北沖地震の分

につきましても、早速研究などもされまして、皆さんが見られるようなユーチューブとかでも

発信をされているように伺っております。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　この１０月３１日に南海トラフ巨大地震の確率ですか、そういったものが

変更になりました。変更というか新たに加わりました。それはなぜかというと、今までは３０

年以内に６０％から９０％の確率で起こるということだったんですけど、追加された確率につ

きましては２０年以内に２０％から８０％、そういうことなんですよ。震源地は当然太平洋側

になりますから、マグニチュードは９、北広島町の震度は推定で５強から６です。これはなぜ

３０年以内が２０年以内になったかという理由なんですけど、実はこの南海トラフ地震という

のは１９４６年、７９年前に起きてるんです。大体８０年から１００年周期で起こるというこ

とを言われてるんですが、一つ根拠があるんですよ。これは１９４６年ですから、まだその当

時の書物が残ってました。それを参考にしたのが室戸岬の隆起なんです。通常室戸岬というの

は年間５ミリから８ミリ、多いときで１センチの隆起をするわけなんですが、現在既に８０セ

ンチ隆起しとるんです。これはもはや、いつ起こってもしょうがない状態になってます。この

北広島町で５．５強から６の地震があった場合、耐震工事をされてない築５０年の木造の家屋

は倒壊するでしょうと。季節によってもいろいろあるんですけど、梅雨時期に起きれば、今度

は崖崩れが当然起きやすいということです。冬の大雪が降っていれば、屋根ごと落ちてしまう

というような被害も想定されます。そして一番注意しなければいけないのは橋りょうですね。

橋です。橋というのは、頑丈に両方、両サイド基礎が頑丈にできてるんです。だからびくとも

しないです。ですが、その後に起こる液状化によって、そこがごっそり持っていかれる可能性

があるらしいです。で、橋が損壊する。今の、皆さんご存じでしょうが、橋というのは、大体

橋があって、そのまっすぐじゃなしに対角線上というのは大概土なんですよ。土手だったり、

土だったり、ランニングコースになっとったりするんで、非常に液状化が起こりやすいという

ことです。津波につきましては、ここまで津波来ることはないと思いますけど、マグニチュー

ド８クラスで２メートルの、瀬戸内海で２メートルの想定がされてます。これは干潮時であっ

て、満潮時になれば、さらに２メートル、そうなると防潮提をはるかに越えて市内は海になっ

てしまうというような状況です。そしてよく心配されてる直下型地震につきましては、１００

０年に一度と言われているんですけど、これははっきりしたことが分からんらしいんですよ。

書物も残って、記録も残っていないというんで、恐らく１００年以内に来るんじゃないかと。

あらゆるところにそういった予兆が見られるということです。この直下型が来た場合は、震度

７ですね。ですからこれは大変な被害になるというふうに思います。何でこんなことをべらべ

らしゃべるのかというと、実は広島地方気象台の中に防災管理室というのがあるんです。そこ

はそういった地震の専門家がいます。ですから、すごく詳しく答えてくれますし、どうしたら
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命を守れるかというところまで詳しく答えてもらえます。そういったことがありますので、や

はりこういったところから、もうしっかりした情報を取って、そして町民の方々に啓発をして

いくということも大事なんじゃないかとは思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（湊俊文）　危機管理課長。 

○危機管理課長（川手秀則）　いろいろとご提案いただきましてありがとうございます。地震予知

連絡会とは先ほど申し上げましたとおり、連絡は取ってございませんけども、広島地方気象台

さんとは定期的に連絡を取り合っておりますし、年に数回お越しいただいて、今の知見をお聞

きしたりする機会は設けております。今年の６月に自主防災組織の連絡会を行ったんですけど

も、そのときにも広島地方気象台さんに来ていただいて気象災害のこと、それから南海トラフ

地震のことなども最新の知見をご披露していただいて学ばさせていただきました。これからも

できるだけ連携を密にして備えてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　ぜひとも、ないのが一番なんですけど、ある研究者は明日来てもおかしく

ないという人もおるぐらいですから、やはり危機感を持って取り組んでいただきたい。そして

町民の皆様にも、前、コンビニなんかに貼ってあったんですけど、今ないですね。やっぱりあ

あいったチラシも、こちらも貼っていただければというふうに思います。ないことを祈りつつ

私の質問を終わります。 

○議長（湊俊文）　これで泉田議員の質問を終わります。ここで暫時休憩を取ります。午後１時ま

でとします。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

午前　１１時　３６分　　休　憩 

 

午後　　１時　００分　　再　開 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

○議長（湊俊文）　再開します。午前中に引き続き一般質問を行います。８番、沼田議員の発言を

許します。 

○８番（沼田真路）　８番、沼田真路でございます。本日は持続可能な行政運営に向けた取組を中

心に質問をいたします。人口減少・少子高齢化の進行により、地域の担い手不足、農林業・商

工業の後継者問題、公共施設及びインフラの老朽化など多岐にわたる課題が複合化しておりま

す。また、地方交付税や補助金など外部財源への依存度が高く、財政運営の自由度が限られて

いる現状において、町行政は、限られた人材と財源で最大の効果を生む行政経営への転換が今

まで以上に求められております。このような背景の下、本町の行政が将来にわたって持続可能

であり続けるために必要な視点と取組について基本的な考え及び今後の方向性について伺いま

す。特に、公共施設の老朽化、維持費の増大、担い手の不足、地域経済の縮小など複合的課題

への対応が急務であります。持続可能な行政運営を実現するためには、財政運営の健全化、公

共施設の廃止・統合を含む資源配分の再構築、町民生活を守るための住民サービスの維持、提
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供方法の最適化、人材・組織運営の持続性、担い手づくりと民間活力導入、公的資金が町内で

循環する地域経済の仕組みづくり、これらが不可欠であると考えております。これらの観点か

ら、町の基本的な考え方と今後の方向性について伺います。まず、行政の持続可能性に関する

町の基本認識についてでございます。人口減少・少子高齢化の進行する中で、町が持続可能な

行政運営を実現する上で最も重要な要素をどのように捉えているのか。また、町長として今後

の行政経営において特に重視すべき視点について伺います。 

○議長（湊俊文）　町長。 

○町長（箕野博司）　人口減少、少子化・高齢化社会が進展していく現在の社会において、持続可

能な行政運営を実現するために重要なことは、私が町長就任時にも申し上げましたが、自分た

ちの地域は自分たちで守っていくという基本的な考え方のもと、協働のまちづくりを基盤とし

て、地域内経済循環の仕組みづくりや地域の活性化の実践・活動を進めていくことが持続可能

なまちづくりにつながっていくものと考えております。このことは、この先さらに人口減少・

少子高齢化が進んでいくことが想定される状況において大変難しい取組であるということは承

知をしておりますが、明るく元気なまちづくりを実施していくためには必要なことであり、重

視すべきことであると考えております。持続可能な行政運営を進めていくために、この考え方

に基づいて様々な施策を引き続き講じていく所存です。また、時代が大きく変化する中で、組

織や物事の進め方やルールなど、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）のように、必要

に応じて大きく見直す必要もあると考えております。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　ただいま町長から、自分たちの地域は自分たちで守るという理念のもと、協

働を基盤とした持続可能な行政運営を重視しておられる点を改めて確認することができました。

人口減少や少子高齢化が進む中で、地域内経済の循環や地域活性化といった取組を進めていく

ことの重要性については私も同様の認識を持っております。一方で、これらの理念を具体的な

政策としてどのように取り組み、どれほどの成果につなげていくかについては、町民にとって

も非常に関心の高い部分であります。持続可能な行政運営を掲げる以上、その実効性をいかに

高めていくかが今後ますます問われてくると感じております。そのような観点から、冒頭申し

上げました６項目について確認させていただきたいと思います。まず、財政運営の健全化と優

先順位の見直しに関してでございます。将来の歳入減少が見込まれる中、町としてどの分野に

重点配分していく考えなのか。また、事業の選択と集中をどのような基準で行い、将来世代の

負担を抑えるためにどのような仕組みで見直しをしているのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　財政政策課長。 

○財政政策課長（国吉孝治）　財政政策課のほうからお答えをいたします。議員ご指摘のとおり、

将来的に人口減少、社会情勢の変化など様々な要因によりまして、本町におきましても歳入、

いわゆる確保できる財源が年々減少傾向になるだろうというふうに予測を立てております。そ

うした状況下におきましても協働のまちづくり、持続可能なまちづくり、明るく元気なまちづ

くりを進めていくため、町長が施政方針で申し上げましたが、ＤＸの推進、ゼロカーボンタウ

ンの実現に向けた取組、農業の活性化、子育て支援の充実、防災対策、若者の定住促進対策、

以上６点を重点項目として施策を進めてまいる所存でございます。また、事業の選択と集中に

ついてでございますが、本町は合併以降厳しい財政状況が続くとの想定から、早い段階で行政

改革大綱を策定し、財政の健全化を掲げ、予算規模、決算規模の圧縮や事業の平準化、予算編



- 32 -

成方針における事業の期間設定やスクラップ・アンド・ビルドの考え方の導入、さらには将来

世代への負担を少しでも抑えるために、公債費におけるプライマリーバランスに基づく総枠抑

制など、こうした様々な取組を進めてまいりました。そうした取組に対する効果は、徐々にで

はございますが、出てきていると感じております。しかしながら、厳しい財政状況は今後も続

くことが見込まれ、健全な財政運営を行っていくために、引き続きこの取組を進めていくとと

もに、さらに今後は、予算執行段階におきましても、そうした目線で日々の業務を執行するこ

とで取組をさらに深化させてまいります。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　ただいま財政政策課長のほうから、事業の選択と集中や財政健全化の取組に

ついて、これまで継続的に進めてこられた結果、効果が徐々に出てきているという答弁がござ

いました。そこで確認ですけども、その効果とは具体的にどのような指標や成果として現れて

いるのか。もう少し詳しくお聞かせいただければと思います。例えば、予算規模の縮減や公債

費負担の改善あるいは基金残高の安定、業務効率化による経費削減など、どの部分にどのよう

な改善が見られたのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　財政政策課長。 

○財政政策課長（国吉孝治）　効果ということで申し上げます。若干細かい話にはなります。まず

公債費、こちらの方が合併時２９．６億円、いわゆる借金の返済になるんですけれども、が令

和６年度では２０．６億円と削減をしております。合わせまして起債の残高、この公債費に係

る起債の残高でございますが、こちらも大体１００億円以上の削減ができております。また予

算規模で申しますと、高止まりをしているという状況でございますし、経常経費につきまして

も高止まりをしている状況ということでございます。こちらのほうに効果があるかないかとい

うことを問われますと、そこは客観的な指標というのが若干、いわゆる検証するにしても根拠

としては薄くなってくるんですが、ある程度横ばいで進んでいるという状況を踏まえますと、

削減の効果というのはそういったところに現れているかなというふうにも考えております。ま

た財政健全化指標で申しますと、実質公債費比率、これ本町が合併時にかなり高い数値で県の

ほうからも指摘も受けておった数値ですが、こちらが最大２２．４％であったものが令和６年

度で１２．１％、また併せまして将来負担比率につきましても２３５．４％という数字が４４．

３％でございます。先ほど議員のほうから基金の話がございましたので、基金のことを若干申

し上げますと、財政調整基金で令和６年度末で１６．２億円、全体の基金で申しますと４１．

２億円、合併時は恐らく記憶しておりますに、１６億円程度全体での基金残高であったという

ふうに考えております。財政調整基金につきましては、もうほぼ枯渇しそうな状態であったと

いうふうに考えております。そうしたところで効果が出ているというふうに考えております。

一方で徐々にという表現をさせていただいた理由としましては、これがまだ到達点ではないと

いうことです。例えば予算規模に際しましても、本町の予算規模は類似団体と比較してもかな

り高い数字になります。これは経常経費、いわゆる物件費等につきましても一緒でございます。

そうしたところ、あるいは実質公債費比率、これも下がってはおりますけれども、県内のラン

キングでいいますと、２２．４％のときが県内下から２番目だったのが、現在も下から２番目

と変わっておりません。こういったところが今後の課題というところになって、引き続き財政

健全化を進めていかなければならないという理由になります。以上でございます。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 
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○８番（沼田真路）　財政健全化の取組によって公債費負担の抑制、それから基金残高の増などが

見られているとのご説明をいただきました。将来の歳入減少が避けられない中で、こうした改

善が着実に進んでいるということは、町の持続性、持続可能な運営に向けて大きな大変に心強

いものであると感じております。一方で、引き続き予算規模の問題、経常経費の問題、そうし

た問題があるということが示されました。今後さらに事業の選択と集中の考え方を日常の行政

運営にまでしっかりと浸透させていただきまして、限られた財源をより効果的に生かしていく

ことが重要であると考えております。今後も引き続き、力強く取組を進んでいただくことを期

待し、この項のまとめとさせていただきます。それでは、公共施設の廃止・統廃合に関する基

本方針について、町は公共施設の機能、利用状況、老朽化の度合い、住民生活への影響をどの

ように評価し、廃止または統廃合の優先順位を決定しているのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　管財課長。 

○管財課長（高下雅史）　本町では平成２８年３月に北広島町公共施設等総合管理計画を策定し、

令和５年３月に改定を行い、長期的な視点に立ち、公共施設の更新、統廃合、長寿命化などの

方策を計画的に進めております。また、全庁挙げて財政負担の軽減、平準化及び最適な公共施

設の配置を実現するため、本計画を北広島町が所有する公共施設の管理の基本方針として定め

ております。議員ご質問の公共施設の評価方法については、情報共有と施設の品質を評価する

ため、所管課が個別に管理していた施設の基本情報、劣化度などの施設の品質状況について一

元的に管理する公共施設マネジメントシステムを令和４年３月より導入し、利用状況やコスト

などから分析を行い、施設の適正化や維持・保全策の検討に活用しているところでございます。

廃止または統廃合の優先順位については、施設の持つ機能や重要性、老朽化や維持管理の必要

性といった健全度、利用頻度や需要に基づく住民ニーズ、維持管理に係るコストや将来の負担

といった財政的要因等を考慮し、決定しております。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　優先順位は施設の機能や重要性、老朽化や必要性、利用頻度や住民ニーズ、

管理コスト、将来負担などを考慮して決定するということでございますが、特に住民の安全・

安心確保の観点から、緊急性の高い施設の統廃合、改修、安全対策をどのように位置づけてい

るのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　管財課長。 

○管財課長（高下雅史）　公共施設の効率的かつ適正な維持管理、保全を行うために、本計画に基

づく分類別の個別施設計画を策定しております。この個別施設計画において、町が将来にわた

り所有する施設については、計画的に長寿命化、機能強化、省エネルギー化などを進め、維持

管理に係る財政負担の平準化や軽減を図るとともに、社会環境や役割の変化に応じた誰もが安

心して利用できる公共施設づくりを目指しております。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　答弁の中で、将来にわたり所有する施設という答弁がございました。それは

住民にとって安全・安心の確保につながる施設という理解でよいのか、また、それはどのよう

な施設がそれに当たるのか。具体的にお答えをお願いしたいと思います。 

○議長（湊俊文）　管財課長。 

○管財課長（高下雅史）　公共施設の中で住民の方の安心・安全を確保するための施設としまして、

施設それぞれ様々な役割がございます。どの施設がと具体的なものはちょっと申すのは難しい
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んですけれども、やはり例えば災害時であったり、住民のそういった直接安心・安全にそうい

うケースの場合に役立つ施設としましては消防施設、また避難所施設等が入ってくるんではな

かろうかと思います。以上です。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　具体的に将来にわたる所有する施設は消防施設、避難所施設ということでご

ざいました。そのほかの公共施設再配置の議論において、それも含めてですけども、住民説明、

地域との合意形成をどのように進めていくのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　管財課長。 

○管財課長（高下雅史）　これまで公共施設の計画的な再配置のために施設に関する整備基本計画

を策定し、進めているところでございます。計画策定に当たりアンケート調査やパブリックコ

メントの募集、地域からの検討委員の選出等、地域住民等との具体的な再配置を検討する機会

を設けるとともに、計画策定後も地元説明会を開催するなどし、十分な合意形成を図りながら

進めてまいりたいと考えております。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　十分な合意形成を図られるよう努力するとのことでした。公共施設は、地域

の暮らしを支える基盤であり、一度廃止すれば元に戻すことは困難となります。町には統廃合

の必要性と選択理由を丁寧に示し、住民とともに将来を考える姿勢が求められます。町民の理

解と納得を得られる公共施設マネジメントを期待をしております。それでは次に、持続可能な

住民サービスの在り方についてでございます。人口が減少していく中で、これまでと同じ形の

サービス提供が困難となる分野も出てくると思いますが、町として行政サービスをどのように

再編し、持続可能な形に変えていく考えなのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　総務課長。 

○総務課長（中川克也）　人口減少や社会情勢の変化、財政状況により、議員がおっしゃいますよ

うに、また先ほども町長、財政政策課長も答弁したように、これまでと同じように同じような

行政サービスを続けていくことは困難であるというふうに考えております。今後の方向性を見

定め、見直すべきサービスの在り方について検討し、ルールづくりをしていかなければいけな

い。そういうときに来ていると感じております。持続可能な行財政運営を築いていくために、

限られた財源を効果的かつ効率的に活用し、見直しが必要な場合は見直しをしながら、行政サ

ービスを提供できるような改革を続けてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　先ほどの答弁で、人口減少の進行を踏まえ、サービスの見直しやルールづく

りが必要な段階にあるとの答弁でございました。現時点で特に再編や提供方法の見直しが必要

と感じておられる分野やサービスにはどのようなものがあると考えておられるのか、可能な範

囲でお答えいただければと思います。 

○議長（湊俊文）　総務課長。 

○総務課長（中川克也）　見直しが必要な分野というのは多岐にわたるというふうに考えておりま

す。ライフラインの整備、それから維持管理等もありますし、行政、申請手続の在り方とかい

うふうなところも入ってくるんではないかと思います。町では、令和４年度に北広島町行政改

革大綱というものを策定し、その大綱を具体的に推進していく方法として、行政改革実施計画

というものを策定し、こちらが令和４年度から令和８年度まで実施していこうというふうな取
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組を進めております。その中でよく言われますＤＸの推進とか、包括委託契約等々の民間を活

用した取組とかというふうなものを進めていきながら、さらに継続的に見直しをしていきなが

ら続けてまいりたいというふうに思います。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　行革大綱に基づいて取組を今後も進めていきたいという回答でございました。

それでは直営、民間委託、地域組織との連携など、多様な担い手確保について町の基本方針を

伺います。 

○議長（湊俊文）　総務課長。 

○総務課長（中川克也）　多様な担い手確保につきましては、持続可能で安定的な行財政運営を確

立するために、先ほど申し上げました第４次北広島町行政改革大綱というものを策定いたしま

して、その中の４つの柱の一つであります協働の推進の実施計画にあります官民協働と住民と

一体になった地域づくりを進めることを基本計画として取り組んでおります。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　官民協働と住民と一体となった取組をしっかり進めていきたいということで

ございます。これについては私も同様の考えでございますので、しっかりと取り組んでいただ

きたいというふうに思います。次に、行政業務の効率化が進む中で、職員が住民と直接関わる

機会が減る懸念があると思います。町として効率化と住民との距離の近さをどのように両立さ

せていく考えなのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　総務課長。 

○総務課長（中川克也）　多様化する住民ニーズが複雑化している中で、業務の効率化を図るとい

うことは行政運営を進めていく上で必要なことだというふうに思います。北広島町まちづくり

基本条例では、まちづくりの基本的な事項を定め、住民と町が互いの立場を理解し、対等な立

場でそれぞれの責任と役割を認識し、協力してまちづくりに努めることとしております。町の

基本的な施策を定める方針や計画の策定には、まちづくりの主体者であります町民の皆様の参

加の推進に努め、より一層協働のまちづくりを進めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　効率化を進める一方で、条例に基づいて住民参加や協働の姿勢を大切にして

いくというご答弁でございました。しかし実際には、デジタル化やオンライン化が進むことで、

対面での相談機会が減ることによる住民不安や地域のつながりの希薄化も懸念されます。身近

な場所で対面相談することのできる行政サービスの確保及び行政と地域がしっかりと協働でき

る行政サービスの確保にどう取り組んでいくのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　総務課長。 

○総務課長（中川克也）　デジタルを使った申請手続などについていろいろと進めておりますけれ

ども、決して、町と住民の皆さんとの距離を遠めるというものではなくて、相談には常日頃か

ら窓口でも現地に行ってでも相談に応じておりますし、必要であれば、そういった機会を設け

ることも進めておりますので、決して距離を遠めるものではなく、距離を保って進めていきた

いというふうに思います。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　しっかり距離を保ちながら、今後も行政運営を進めていきたいということで

ございました。住民が安心して相談ができて町に対する信頼が揺らがないよう、効率化と住民
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との対話、関わりの確保をどう両立させていくのか。引き続き丁寧な検討と取組を期待してお

ります。次に人材、組織運営の持続性についてでございます。職員の採用難や業務量の増大が

続く中、行政組織をどのように維持・活性化していくのか。また、人材育成やデジタル化、外

部人材活用の方針について伺います。 

○議長（湊俊文）　総務課長。 

○総務課長（中川克也）　効果的かつ効率的な行政サービスを提供していくためには、先ほどから

申し上げております第４次行政改革大綱の中で、行政運営と人材育成の柱に取り組んでいくこ

ととしております。行政組織を今後維持・活性化していくためには、町職員だけでは限界があ

ります。特に専門分野においては、必要に応じて人事交流を行い、国や県、あるいは民間活力

等の外部人材を登用し、特にデジタル化の推進、質の高い行政サービスの提供、人材育成基本

方針に基づいた職員の育成強化、職員研修の充実を図り、組織力の強化に努めております。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　しっかりと人材の育成に取り組んでいただきたいというふうに思います。次

に町行政の持続性を確保するためには、職員がやる気を持って持てる能力を十分に発揮できる

環境づくりが不可欠であると考えます。町として職員のモチベーションの向上や挑戦を後押し

する職場づくりについてどのような方針で取り組んでいるのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　総務課長。 

○総務課長（中川克也）　限られた職員、人材の中で求められる人材を育成することを目的といた

しまして、北広島町人材育成基本方針を定めております。行政の多様化・高度化への対応、町

民から信頼される行動とサービス、専門知識を有し、柔軟な対応のできる職員を育成するため、

職場外研修への参加、庁舎内職員研修による民間企業などの講師による研修等を実施し、また、

所属長による個人面談を行い、職員の意識醸成、モチベーション向上や挑戦を後押しするなど、

総合力の向上に努めております。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　モチベーションの向上、挑戦を後押ししているとの答弁でございました。職

員のやる気と活力こそが町の未来を支える最大の原動力であると考えます。町が挑戦を後押し

し、職員が誇りと意欲を持って働くことのできる組織づくりを一層推進されることを期待して

おります。次に、６月議会において、カスタマーハラスメントに関する質問をさせていただき

ました。その際に、現在調査中であるとの回答でございました。その調査結果及び具体的な対

策について伺います。 

○議長（湊俊文）　総務課長。 

○総務課長（中川克也）　議員おっしゃいますように、今年の６月に全職員を対象にカスタマーハ

ラスメントに関する職員アンケートを実施しております。回答率は４０．４％で、匿名による

調査を行っております。調査結果につきましては、過去５年間において「カスハラを受けたこ

とがある」という答えが５３％、「カスハラを受けている職員を見たことがある」という回答

が７７％ございました。内容としましては、大声で威圧するとか長時間の拘束、不当な要求、

謝罪の要求が上位を占めております。また、今年度は管理職を対象にカスタマーハラスメント

対策研修を行っております。来年度以降につきましては全職員を対象とした研修も計画してお

ります。アンケート結果を受け、北広島町では常識の範囲を超えた要求や言動に対しまして、

毅然とした態度で臨むとともに、これらの行為を受けた際には、組織的に対応しますカスタマ
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ーハラスメント対応基本方針、そして対応マニュアルを本年１０月に策定し、ホームページ等

で公表しております。カスハラの定義、予防、対応手順、対応例を定め、職員の勤務環境が害

されることのないよう取り組んでおります。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　実際に調査をしていただいて、結果として半数以上の職員がカスハラを受け

たことがあると回答しているとのことでした。それに対して、管理職の研修や対応マニュアル

を迅速に策定されたということで安心をいたしました。今後も安心して働ける環境を一層整え

ていかれることを期待しております。次に、担い手づくりと民間活力の導入に関しまして、農

業、観光、地域活動など、多方面で担い手不足が課題となる中、行政、住民、民間、関係人口

が共同して地域運営を行う仕組みをどのように構築していくのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　多方面における担い手不足を一度に解決することは困難なこ

とではありますが、現在本町におきましては、協働のまちづくりの中核組織である各地域協議

会、各地区振興会などと連携を取りながら地域の活性化に取り組んでおるところでございます。

また近年では、まちのにぎわいを創出していくことを目的としたＮＰＯ法人や若者世帯の移

住・定住の促進を目的としたグループなどが組織され、自分たちの地域は自分たちで守り、自

分たちでつくるとする協働のまちづくりを実践され、地域協議会とも連携しながら取り組んで

おられます。本町におきましては、引き続きこれらの団体に対して伴走支援を行ってまいりま

す。また、今後につきましては、新たな担い手確保施策として特定地域づくり事業協同組合の

設立が考えられますが、本町においてどのような体制が効果的であるか研究する必要があると

考えております。あわせて地域おこし協力隊の活用について活動ビジョンの具体化・明確化、

サポート体制の構築、卒隊後の将来ビジョンの提示などを再整理し、新たな担い手の創出、地

域への定住・定着促進を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　頑張っている団体に対して伴走支援を行っているということでございます。

行政でなければできない支援が多々ありますので、団体の活動をしっかりと支援していただく

ことを期待しております。また、地域おこし協力隊の活用につきましても、今後、再整理をし

て取り組んでいきたいという答弁であったと理解をいたしました。大いに期待しております。

それでは最後の項目、地域内経済循環の強化についてでございます。補助金や指定管理費をは

じめとする町の公的支出について、地域内経済への波及効果をどのように評価し、政策判断に

反映をしているのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　財政政策課長。 

○財政政策課長（国吉孝治）　本町が補助金を交付し、事業を実施されている団体の皆様や町有施

設等を指定管理者制度により事業実施されている団体の皆様につきましては、町の施策を代替

的に担っていただいているという認識のもと、事業を実施されることによる地域活性化であり

ますとか経済効果なども当然に期待をさせていただいているところでございます。本町としま

しては、町からの補助金や指定管理料を団体の皆様が特定の事業を実施するために、または団

体の運営資金の一部として、ルールにのっとって有効に活用して地域活性化や地域内経済循環

などに活用していただくということが一番であるというふうに考えております。なお、団体の

活動内容や補助金、指定管理料の使途などにつきましては、毎年度の補助金事業であれば実績
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報告、指定管理事業であれば管理運営状況において確認をし、その内容を次年度以降の予算編

成でありますとか事業継続の判断の参考にさせていただくほか、補助金事業であれば、予算執

行の適否、こちらを判断する材料ともさせていただいております。以上でございます。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　先ほどの答弁の中で、地域活性化や経済効果を期待しているとのことでした

が、もし可能であれば、町として地域内経済循環を可視化する指標として、例えば地元企業へ

の発注割合、雇用創出、域外流出の抑制などを設定して、補助金や指定管理事業の効果をより

具体的に把握する仕組みを検討してはどうかと考えます。町として、今後、地域内経済循環を

定量的に評価する指標づくりや分析手法の導入を検討するお考えはあるのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　財政政策課長。 

○財政政策課長（国吉孝治）　議員ご質問の内容につきましては、指定管理施設でありますとか補

助金交付団体、そちらのほうの評価というか、指標を定めてという解釈でよろしいですか。実

際、本来町がやるべき事業であるものを代替的にやっていただいている団体様もいらっしゃい

ます。また将来的に自分たちがこういったことをやりたいということで事業を実施されている

ものもございます。こちら、どちらも地域活性化でありますとか地域の地域づくり、こちらの

ほうには貢献できるものというふうな考え方によりまして、これまでも、合併前からでござい

ますが、これまでも補助というものを行ってまいりました。これを可視化をして実績に合わせ

て、そこに取捨選択等を入れていくという考え方につきましては、これが正しいものかどうか

というのは、今後検討が必要というふうに考えます。一方で当然実施をしていただくのであれ

ば、それなりに事業を進めていただきたいという観点からは、こういったものはそういった可

視化する指標というのは、一つの政策判断の一指標というふうにも考えられますので、そこに

つきましては検討させていただければというふうに思います。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　可視化する事業につきまして、ぜひとも導入に向けて前向きに取り組んでい

ただくことを期待をしております。それでは町内事業者の活用、町内雇用の確保、地域資源の

活用など、公的資金を地域内で循環させる取組をどのように強化していくのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　財政政策課長。 

○財政政策課長（国吉孝治）　全国的な少子化、人口減少が続く中におきまして、本町も例外では

なく厳しい状況であり、限られた財源、人材の中、持続可能な行政運営を行うことは大変重要

であると認識をしております。本町には豊富な水、森林、太陽光などの自然資源が存在してお

りまして、地域資源の活用の事業としましては、そこから電気や熱をつくり出し、町内で消費

するエネルギー地産地消を実現するため、令和６年４月一般社団法人北広島町地域エネルギー

会社を設立し、この事業によって得られた収益、子育てや教育環境の充実、生物多様性の保全

等の持続可能なまちづくりに充てることとしております。また、さきには、一般社団法人北広

島町まちづくり会社はなえーるを設立し、特産物の商品開発、地域の文化及び資源価値の向上

と地域のブランディングなどの事業を展開しております。このほかに第２次北広島町長期総合

計画、第３次北広島町観光振興まちづくり計画に基づき、本町の魅力、強みである自然資源、

文化資源、スポーツ資源などの地域資源を活用し、あわせて町内事業者の活用、町内雇用の確

保を行い、稼ぐ事業での仕事づくりに積極的に取り組んでいるところでございます。このよう

な政策を展開するに当たりまして、限られた財源の中ではございますが、事業の選択と集中、
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必要性などを精査した上で、最大限に有効となるよう公的資金の活用も図ってまいりたいと考

えております。以上です。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　町内資源を生かした地産地消エネルギー事業や、まちづくり会社を通じた地

域ブランド力の向上など、地域内でお金と仕事を生み出す取組が進んでいるということを確認

できました。今後ともこれらの事業が町内事業者の活用や雇用の創出につながり、地域内経済

がより循環していくことを期待をしております。それでは地域内調達率、地域雇用率などの見

える化について、町としてどのように進めているのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　財政政策課長。 

○財政政策課長（国吉孝治）　本町への観光客の方に対して提供している商品やサービスがどのぐ

らい本町で生産されているものかを示す割合であります地域内調達率、また、本町在住者が本

町内で就労している数値を示す地域雇用率などの見える化につきましては、この数値に特化し

た情報等はお出ししておりません。今後見える化を進めるのであれば、その算出方法や妥当性

について研究が必要と考えますが、活用につきましては、観光客の滞在時間や消費額、行動な

どの情報を動向分析することにより、観光、交通、農林水産業、特産品開発、労働人材の確保

など、本町が持続可能なまちとして発展していくための施策立案の根拠となると考えます。デ

ジタルや各種ツールを活用した情報収集・分析を行うことによりまして、より効果的な施策が

実施できると考えておりますので、今後におきましても、内閣官房まち・ひと・しごと創生本

部事務局、現地域未来戦略本部事務局でございますが、こちらが構築した地域経済分析システ

ム、リーサスでありますとか、そのほか民間データも含めた地域経済に関わる企業間取引、人

の流れ、人口動態など様々なデータを活用して施策につなげていければというふうに考えてお

ります。また、入札契約における地域内調達率について申し上げます。令和６年度においては、

工事につきましては１５６件中、町内事業者の受注件数は１４７件、約９４％となっておりま

す。引き続き、北広島町中小企業・小規模企業基本振興条例に基づきまして、町内事業者の受

注機会の拡大支援など行い、中小企業・小規模企業の成長・発展及びその持続的発展が図られ

るよう、取組を進めてまいります。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　地域内調達率や地域雇用率を見える化していくことが施策の効果検証や、次

の政策判断に直結する重要な視点であることを再確認できました。リーサスや民間データ、そ

ういったデータなどを活用して、そういった活用する姿勢、また、入札における町内事業者の

高い受注率などは心強く感じております。地域内で稼ぎ、循環させる経済の実現に向けて実効

性のある政策を期待しております。以上、持続可能な行政運営に向けて、町の基本姿勢、財政

運営、公共施設、行政サービス、組織の在り方、そして地域経済の循環まで多岐にわたり質問

をさせていただきました。人口減少・少子高齢化の進行、公共施設やインフラの老朽化、担い

手不足、地域経済の縮小など、本町を取り巻く環境はこれまでにないほど厳しさを増しており

ます。こうした状況の中で、町がどの課題を優先し、どの資源をどこに配分し、どの事業を継

続し、何を見直すのか。その一つ一つの判断が将来のまちの姿を大きく方向づけることになり

ます。だからこそ今、行政としての明確なビジョンと町民に対する説明責任が一層求められて

おります。財政が厳しいからこそ、何が町にとって最も重要で、何を守り何を変えていくのか。

町民の皆様がこれからも北広島町で暮らし続けたい、そう思えるまちであり続けるために、本
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日の議論が町政の優先順位をより明確にし、未来を見据えた行政運営につながることを期待し

ております。最後に、町長に伺います。人口減少や社会構造の変化が進む中で、行政が果たす

べき役割はこれまで以上に重要になっていると感じております。まちの未来を守る上で、行政

の責任をどのように受け止め、どのように果たしていくべきか、どう考えておられるのか、伺

います。 

○議長（湊俊文）　町長。 

○町長（箕野博司）　いろいろな課題が山積する中で、これからのまちづくり、非常に厳しいもの

はあるというふうに思っております。行政だけで何もかも解決できるという時代ではないだろ

うと思います。そうした中で、小さな行政を実現しながらＤＸ、デジタル化等を進めながら、

またインフラも老朽化している中で、何を残し、何を廃止するか、大きな命題が幾つもあると

いうふうに思っております。これをどうにか乗り越えていかなければならないということであ

りますので、大きな課題については、町民の皆さんと議論しながら選択をしていくということ

も必要になってくるというふうに思っております。いずれにしても、そう遠くないうちにそう

した改革等も進めざるを得なくなるんじゃないかというような気もしております。いずれにし

ても、その辺は町民の皆さんと議論しながら進めていかざるを得ないことだというふうに思っ

ております。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　様々な課題、大きな命題がたくさんあるということでございます。町長がお

っしゃられている協働のまちづくり、住民と一緒にこれからのまちを考え、継続をしていく必

要性があると思います。今後も議会として、私も議員として建設的に提案しながら、町の発展

に寄与してまいりたいと思います。これで私の一般質問を終わります。 

○議長（湊俊文）　これで沼田議員の質問を終わります。ここで暫時休憩を取ります。１４時１０

分までとします。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

午後　　１時　５６分　　休　憩 

 

午後　　２時　１０分　　再　開 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

○議長（湊俊文）　再開します。１番、亀岡議員の発言を許します。 

○１番（亀岡純一）　１番、亀岡純一です。今回は、さきに通告しております大綱２点について質

問いたします。初めに、令和５年度に策定した北広島町新たな森林資源活用ビジョンに関連す

ると思われる内容からの質問です。今年の９月４日に北広島町と北広島町地域共生圏創造協議

会が代表機関となって、北広島町地域共生圏コンソーシアムを設立したということがホームペ

ージを通じて発表されてありました。町内の森林資源をはじめ自然資本の環境改善と新たな経

済循環共生圏を構築し、産学官民、さらに金、金融までが連携し、自然資本の有効活用と地域

経済に寄与する取組を推進するためにこれを設立したことが表明されています。質問に先立っ
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て、一つここの中で出てきた自然資本という言葉でありますけども、これについてちょっと説

明しておきたいと思います。あまり聞き慣れない言葉かと思うんですが、これは持続可能な利

用を前提とした例えば森林だとか水といった蓄積された資源であり、経済的な価値を生むもの

である。そういった捉え方で表現されているようであります。改めて、今回のこのコンソーシ

アム設立に至った経緯について説明をお願いします。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　コンソーシアム設立の経緯でございますけれども、先ほどお話もありま

したように、令和５年度に策定いたしました北広島町新たな森林資源活用ビジョンにおきまし

ては、林業、木材産業の振興や新たな森林の価値創出を掲げております。そうした中、林野庁

におきましては、森林の集積・集約化を進めるための新たな仕組みの創設といたしまして、地

域の関係者が協議し、集約化の受け手となる協議会を推進している状況でございます。これら

の状況から、林業者をはじめといたしまして、地域の事業者と行政が参画した北広島町地域共

生圏コンソーシアムを設置したところでございます。以上です。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　今お話ありました本町の森林資源活用ビジョンの中に、特に官民連携で取り

組む項目として林地集約化が取り上げておられたと思います。森林を手放したい森林所有者が

増えている実情があります。これに対応するための取組の中で出された方策の一つであるかと

いうふうに思いますが、そういう受け止めでよろしいでしょうか。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　森林におけます課題といたしまして、今現在意向調査を行っております

けども、その中で森林を手放したい、そういった所有者が多数いることを確認している状況で

ございます。このことは適切な森林管理の弊害となり、障害となりまして、また地域が望まな

い森林活用へ展開する可能性も危惧されている状況でございます。そういったことを踏まえま

して、本町におきましては、まず、意向調査によりまして、無償で引き取ってもいい、そうい

った方につきましては町有林での管理等今検討しているところでございます。また有効活用で

きる森林につきましては、林業事業体でのそちらでの施業等もしていく仕組みをつくっていき

たいというふうに考えておりますけども、その中で、この地域共生圏コンソーシアムの中で、

そういった議論もしていきながら、そういった森林の課題の解決に向けて取り組んでいきたい

というふうに考えているところでございます。以上です。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　そういう課題に対しての取組、以前から言われてた内容だと思いますけども、

今回コンソーシアムの設立ということでありますから、この件についてなんですが、先ほど課

長の答弁の中に林野庁の話が出てきました。集約化の受け手となる協議会を推進しているとい

うことですから、今回のコンソーシアム設立の後押しについても、こうした国の働き、また今

後の事業の推進に対しても国のバックアップ等、そういった支援を受けられるのでしょうか。

それについてお伺いします。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　先ほども言いましたように、国におきましては林業の集約化等求めてお

るところでございます。これは農地でも同じ状況でございますけども、やはり点々ばらばらで

ございますと森林整備が進まない。そういったこともありますので、森林の集約化が山におき
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ましても国が求めている状況でございます。そういった中で、本町におきましては林野庁の集

約化モデル事業、こちらのほうに採択されている状況でございます。こういった国の事業も活

用しながら、コンソーシアムの活動も取り組んでいきたいというふうに考えているところでご

ざいます。以上です。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　林野庁のモデル事業にもなっているということは期待が持てるところではな

いかというふうに思うんですが、この活動方針や将来に目指す目標、また考えられる新たな事

業としてはどのようなものがあるのか、お尋ねします。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　この北広島町地域共生圏コンソーシアムにおきましては、北広島町内の

森林をはじめといたしまして、自然資本の環境改善と新たな経済循環共生圏を構築いたしまし

て、新たな共生圏の構築とともに関係人口の創出を目指していきたいというふうに考えており

ます。北広島町の自然環境を先ほどお話もありました資本として捉えまして、産官学民金が連

携いたしまして、自然資本の有効活用と地域経済に寄与いたします取組を推進いたしまして、

その経済活動からの収益を環境教育に再投資できる環境を整備していきたいと思っております

し、そういった構築を推進いたしまして、次なる成長へとつながることを目指していきたいと

いうふうに考えております。以上です。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　自然環境を資本として捉えるということですが、これはそんなに難しく考え

なくても当たり前のことではないかというふうに思うんですけども、これを有効活用すること

で地域の経済につなげていくということですよね。これを地域を潤す経済循環にして回してい

くこと、もうこれ大切なことじゃないかと思うんですが、そしてまた環境教育ですね、先ほど

話がありました。環境教育にも投資することができる。そういったことを目指していけば、子

どもたちを通して次世代の発展に寄与していくことができるというふうに私も思います。そう

いった意味では、これはとてもよい取組になるのではないかというふうに考えます。このサイ

クルを構築して回していくためには、それなりの最初の初期投資といいますか、そういった最

初にお金をかけていく部分というのはどうしても必要になってくると思うんですが、この点に

ついてはどのように考えておられるか、お伺いします。資金をどう調達するかという、そうい

った点ですが。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　当然このコンソーシアム、森林を含めまして、そういったところ活動し

ていくためには、資金的なものも必要というふうには考えておりますけれども、まだ現段階で

お答えできる状況ではない状況でございます。今コンソーシアムの中で様々な取組につきまし

て検討している状況でございます。その中で、例えば外部の資金をどう活用するとか、そうい

った森林を生かしてそういったところに投資、そういったところも含めて今後検討していく話

をしておりますけども、具体的なものにつきましては年度内に一応整理していきたいというふ

うに考えているところでございます。以上です。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　そうですね。近年の傾向としてですが、持続可能性に関係したＳＤＧsとか、

それから環境、社会、ガバナンスといった、そういったものを重視したＥＳＧという表現で投
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資の関係の話があったりしますが、こういう関係にその関心が高まっているということから、

民間からの投資を利用するということも積極的に考えたらよいのではないかなというふうに私

も考えます。次の質問ですが、次に令和６年５月に改正された北広島町建築物における木材の

利用促進に関する方針についての質問です。最初、平成２４年にこの方針が制定されたようで

ありますが、その制定された理由とその目的を教えてください。 

○議長（湊俊文）　答弁を求めます。農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　平成２４年に制定された理由でございますけども、北広島町におけます

建築物等への木材利用を促進することによりまして、林業・木材産業の振興、それから健全な

森林の育成、また循環型社会の構築や環境の保全を図ることを目的としております。以上です。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員、いいですか。先ほど令和６年５月というふうな質問だったんですが、

今は答えは平成２４年９月ということだったんですが、いいですね。 

○１番（亀岡純一）　それは間違ってません。平成２４年の９月に最初制定されたものが令和６年

の５月、昨年ですけども、改正されたという内容がありますので、その点についての話です。

まず最初に、平成２４年初めの段階でこれが制定された理由と目的を今お伺いしました。以下

は、この方針に上げられている木材の利用促進の意義ですけども、木材は再生産可能な資材で

あり、木材の需要を拡大することが森林の適正管理や林業、木材産業など地域経済の活性化に

資するということが、この大きなウエートを占めるのかなと思いますが、その点についていか

がでしょう。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　議員のおっしゃるとおりでございます。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　この平成２４年に出された方針が、それから１２年ぶりぐらいに改正された

ということで、令和６年の５月に改正された内容について、この改正されるようになった背景

と、改正された箇所について説明を求めます。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　令和３年１０月１日に脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等に

おけます木材の利用促進に関する法律、改正前につきましては、公共建築物等における木材の

利用の促進に関する法律でございますけども、その法が施行されたことを踏まえまして、北広

島町におけます建築物等への木材利用を促進するため従前の方針を改正したところでございま

す。主たる変更点につきましては、脱炭素社会の実現に貢献する点を加えたとこでございます。

以上です。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　これは本町のゼロカーボンタウン宣言、これに合わせた改正だったというこ

とでしょうか、ちょっとお尋ねしてみたいと思いますが。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　そういった点も踏まえまして改正をしたところでございます。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　先ほど変更点は、脱炭素社会の実現に貢献する点だという話がありましたか

ら、そういうことかなというふうに思ったんですが、この町の方針では、第１項から第７項ま

であります。もし答弁できるようであれば、どの項が変更になったのかを教えていただければ
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と思いますが、いかがでしょう。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　申し訳ございません、ちょっと従前のものは持っておりませんので、正

確なお答えができませんけども、第２の木材利用の促進の意義の中の１の下段のほうにありま

すカーボンニュートラル以降の部分を、そういったところを改正したというふうに思われます。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　分かりました。この中に公共建築物における木材の利用の実施状況について

の項目もあるんですが、現在までのところ、分かる範囲で結構ですが、この実施状況はどのよ

うになっているか、お願いします。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　近年におきましては、県内産の木材によりますまちづくりセンターの本

棚があります。それから今年度につきましては、広島工業大学との包括連携事業におけます旧

南方小学校のリノベーションにつきまして、町内産の木材を利用したとこでございます。また

改築予定されております施設におきまして、町産材の木材を活用するため、現在原材料支給の

準備も進めている状況でございます。以上です。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　具体的にそのような取組がされているということであります。その町の方針

の基になってる国の方針についてでありますけども、その国の方針の中に、その他建築物にお

ける木材の利用の促進に関する重要事項という項目の中で、地方公共団体は、関係部局横断的

な木材利用促進連絡会議を設置するよう努めるというふうに書かれてあります。これについて、

本町は設置しているのかいないのか、お尋ねします 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　本町、北広島町建築物におけます木材利用促進に関する方針の中で、北

広島町木材利用推進会議を設置するというふうには規定上はなっております。ただ実際のとこ

ろ、なかなか木材を活用いたします事業的なものが少ないという状況を踏まえまして、現在の

ところは各課から情報をいただきまして、農林課から例えば森林環境譲与税でありますとか、

森づくり交付金事業での活用を、使っての取組ができるかできないかというところを協議して

実施をしている状況でございます。以上です。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　今のところ、この公共建築物の木造化ということについては、コストの面で

あるとか技術面であるとか、なかなか課題も多いのではないかなというふうに思います。簡単

にできることではないのかなと思うんですが、そうは言っても継続的な努力というものはやっ

ていく必要があると思っております。引き続きの取組を要望しておきたいと思います。それで

は、大綱の２点目について質問いたします。火葬場の集約に伴う環境整備等の現状について質

問いたします。昨年３月に策定された北広島町火葬場整備基本計画に沿った今後の北広島町の

火葬場の集約に伴う環境整備等について、地域説明会、まちづくり懇談会等で説明された内容

を整理して、火葬場の改修工事の関係と今後の課題について、その進捗状況をお尋ねします。 

○議長（湊俊文）　環境生活課長。 

○環境生活課長（出廣美穂）　火葬場のことですので環境生活課からお答えいたします。火葬場の

集約に係る環境整備等につきましては、昨年度より説明会や広報等してお知らせさせていただ
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いているところでございます。来年度から火葬場が１か所となることで、町内の葬儀場所から

千代田の火葬場が遠方となり、近隣の安芸太田火葬場を利用した場合に火葬場使用料の補助を

予定しております。今後の課題としましては、安芸太田町火葬場の具体的な利用方法や町外へ

の霊きゅう車運行、火葬場集約に伴う予約状況の一元管理等が上げられますが、現在、安芸太

田町や関係者との協議、予約システム導入の検討を進めているところでございます。また、火

葬時間中に待合室を専用で利用したいという要望に合わせて、現在、待合室を２室に改修する

工事を行っております。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　地域説明会だとかまちづくり懇談会等で説明いただいたところについては、

もう少し詳しい内容も説明されていたかと思うんですが、現在、今話があったように関係者と

の協議検討中ということで、最終的な詳細について発表ができないということかと思うんです

が、そういうことでよろしいですか。 

○議長（湊俊文）　環境生活課長。 

○環境生活課長（出廣美穂）　まだ具体的なところについてはお知らせできる情報のほうが整理さ

れてないので、そういったところになっております。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　住民の皆さんの中には、こういう場合はどうなるのか、こういうときにはど

うどうすればいいのかとかいった具体的なケースについての質問が聞かれることがあります。

そういう疑問が生じた場合に相談したいと思ったら、どちらのほうに問合せをすればよいので

しょうか。 

○議長（湊俊文）　環境生活課長。 

○環境生活課長（出廣美穂）　地元の方への周知ですとかお問合せ等につきましては、整理でき次

第、町広報等でお知らせしたいと思っております。また本庁や各支所の窓口でもチラシ等でご

案内いたしたいと思います。それから町内で葬儀を行っている事業者へも情報提供いたしたい

と思っております。ご不明な点につきましては、本庁や各支所窓口、環境生活課にお問い合わ

せいただければと思います。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　役場のほうに聞けば何か回答は得られるということですね。はい。最終的に

は４月、来年度から稼働すると。新しいシステム、新しい火葬場が１か所に統一された形で実

施されるということですよね。その点について質問があった場合には丁寧に答えていただきた

いというふうに思っております。最後になりますが、折に触れて、この場に立たせていただい

てお伝えしておきたいことがあるんですけども、行政サービスの低下ということに対して、時

代の流れの中で、景気がよいときには何も問題なく回っていたものが、人口が減ったことで

様々な面で効率が低下した。またそれを理由にして、これまで身近にあったいろいろな行政サ

ービスが徐々に一つずつ消えていくという、そういう感覚があるんですよね。致し方ないとい

えば致し方ないんですけども、そのことに対して、簡単には理解とか納得といったものは得ら

れないということです。この火葬場の問題は、そういったことの典型ではないかというふうに

思うんですけども、住民に諦めてもらうのではなくて、心から納得できるという説明とか、と

もに頑張っていこうと思えるような施策の展開とか、そういった心を込めた、覚悟を持った努

力といいますか、そういったことを町行政としては努めていただきたい。私も努力していきた
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いというふうに思っております。この点について事前に通告はしてありませんけども、町とし

ての所見があれば答弁願います。 

○議長（湊俊文）　副町長。 

○副町長（畑田正法）　行政サービス全般の今後の在り方というところで質問として受け止めまし

た。それに対して、どう行政として対応していくのかというところでございます。これにつき

ましては、先ほどの沼田議員の中でもいろいろな説明をさせていただきました。人口減少、少

子化、高齢化、いろいろの課題のある中で社会状況、地域状況が変化してきております。そう

いう中で、これまでの行政サービスを継続して行っていくということは困難であり、無理があ

ると思っております。そういう中で必要なサービスを効果的・効率的に提供していくというふ

うな必要がございますので、先ほどもありましたように事業のスクラップ・アンド・ビルド、

選択と集中というものは必須となってきてまいります。そういう中で、今火葬場の話がござい

ましたけども、これにつきましても施設の老朽化であったり利用頻度であったり、今後の継続

性を踏まえた上で集約化ということにさせていただきました。それにつきましては検討委員会、

町民の代表も含めた委員会を設置し、計画を策定し、それをもって住民説明を行ってまいりま

した。その場には私のほうも出席して説明をさせていただいたところであります。いろんな意

見をお聞きしながら、今回の対応案、対応策、整備というものを行ってまいりました。これに

ついて全ての方に理解していただけたかということについては、これはなかなか難しいところ

はあるかと思いますけども、丁寧な説明をさせていただき、意見をいただき、今後の在り方に

ついても考える材料とさせていただくということで受け止めております。こういう考え方の基、

他のサービスの在り方についてもしっかりと住民に説明しながら真摯に対応してまいりたいと

思っております。一つ、こういうことを進めていく視点として、先ほども沼田議員の中のやり

取りを聞きながら思ったところがあるんですけども、私見となるかとは思いますけども、こう

いうふうな再編を進めていく中で、一つの大きな考え方として前例踏襲というふうなところの

考え方、この見直しは、見直しといいますか、そういう考え方を持たないということも必要か

なと思っております。それは当然行政サービスを構築、提供する行政組織にとっても同様のこ

とでありますし、そこはしっかりと、ゼロベースとは言いませんけども、真に必要なものは何

なのかというところを前例踏襲ではなくて、今まであるものはあるようにするであるとか、や

ってきたものをやっていくというふうな発想ではなくて、しっかりと必要なものは何なのかと

いうものを受け止めながら考えていきたいと思いますし、この考え方も住民の皆様にもしっか

りお伝えをして、真に必要なものを一緒に考えてまいりたいと思っております。 

○議長（湊俊文）　亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　今、副町長のほうから丁寧に答弁いただきました。真に必要なものは何かと

いったところ、この辺本当に大切なことだろうというふうに思います。重く受け止めていきた

いと思います。引き続きともに努力していければというふうに思います。以上で私の質問を終

わります。 

○議長（湊俊文）　これで亀岡議員の質問を終わります。ここで暫時休憩を取ります。１４時５０

分までとします。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 
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午後　　２時　４１分　　休　憩 

 

午後　　２時　５０分　　再　開 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

○議長（湊俊文）　再開します。９番、伊藤立真議員の発言を許します。 

○９番（伊藤立真）　９番、伊藤立真です。今日は、さきに通告をしております。空き家対策と移

住定住の取組ということで質問を進めてまいります。人口減少の傾向ですが、これ収まる気配

がありません。今日も同僚議員の質問の中にも出てまいりました。全国各地で少子高齢化が進

んでます。そういった中で様々な取組が行われておりますし、人口減少の抑制の施策などが大

きな課題となっているということです。広島県の人口推計の推移を見てみますと、２００５年

（平成１７年）ですけども、２８７万６６４２人でしたが、２０２５年、今年の９月１日現在

では２６９万５６３３人、６．３％の減少というふうな状況というのが示されております。で

は北広島町はどうかといいますと、２００５年１０月１日に２万１４１３人という人口です。

これ先ほどの広島県のときと同じタイミングなんですけども、これが今年の１０月１日現在で

は１万６７２５人、約２２％の減少というのが数字で表れております。数字的に見ると本町に

おける人口減少は深刻ということが言えるかと思います。このことは９月の定例会一般質問で、

学校部活動の地域展開に関する質問の中で、町内中学校における部活動所属人数、今年度は２

９６人で、過去７年間で約３０％減少している。こういった答弁がありましたが、こういった

答弁に裏づけられているという状況と言えます。人口減少対策として空き家の活用は以前から

委員会や本会議等で取り上げられており、取組もされております。また、傷みが激しくて活用

できない空き家、地域の環境や景観にとって好ましくない空き家が多くあるという実態もあり

ます。今回の一般質問では、地域住民からの相談も踏まえ、また、令和５年第４回定例会で

「空き家の情報整理、活用の取組を問う」とした一般質問での回答も踏まえ、本町の空き家活

用の取組や課題、移住定住に関する取組や考えについてお伺いをしてまいります。まず、空き

家の状況を確認しておきたいのですが、令和５年第４回定例会で、令和６年度に広島県が作成

する電力データですね、電力データを利用した空き家可能性リスト、これを利用して現況確認

等を行う予定という答弁がございました。その後の推移、進捗状況をまず伺います。 

○議長（湊俊文）　建設課長。 

○建設課長（藤井尚志）　電力データを利用した空き家可能性リストについてでございますが、こ

のリストに基づく推定空き家件数と広島県内の各市町が独自調査にて把握している件数とを比

較した場合、かい離が非常に大きい結果となりました。本町においても、町で把握した件数の

約６割程度の件数であるとの結果となったため、このリストの有効性が高くないと判断し、空

き家件数の把握には使用しておりません。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　今の答弁で、かい離が非常に大きいと。これ電力データを利用したというの

は、電力契約がされているかどうかを基にした調査ですよというふうなことを聞いたことがあ

ります。電力契約がない家は空き家と想定するよというふうな調査だったというふうに記憶し

ておりますけども、これを利用しての空き家把握はしてないということです。では、平成３０
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年度に取りまとめられている空き家の総数、これ北広島町内の総数ですが、１２２４戸という

回答があったんですけども、それ以降各地域の空き家の戸数、把握されているのであればお示

しいただければと思います。 

○議長（湊俊文）　建設課長。 

○建設課長（藤井尚志）　平成３０年度以降の各地域の空き家戸数については現在のところ把握を

しておりません。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　把握をされてないということですね。もう平成３０年度からというと、もう

これまでかなり年数もたってる状況にもありますし、ここ、もう８年、９年経過してるという

ことになりますよね。そうなると、この間に増えた空き家物件もかなり増えているのではない

か。この辺りは何らかの方法を用いて、早急に整理・把握する必要があるんじゃないかという

ふうには思います。空き家については、空き家バンクに登録できる、または利用できるもの以

外にいわゆる廃屋になっているものも少なくありません。町内各地域で屋根が落ちたり、屋根

に穴が空いていたり、中には崩れてしまったものも見受けられます。私の住む地域でも幾つか

こういった建物があります。特に主要道路近くの廃屋は、地域の環境から見ても、とても危険

だというふうに思いますし、怖ささえ感じます。まずは利活用が難しい空き家対策について幾

つか質問をしてまいります。北広島町では、周辺に危害を及ぼす可能性のある危険建物に指定

された特定空き家等の解体費用を補助する北広島町空家再生等推進事業補助金、除却がありま

すが、これまでの対応経過と、これからの計画について伺います。 

○議長（湊俊文）　建設課長。 

○建設課長（藤井尚志）　まず対応経過についてでございますが、この補助金によって平成３０年

度から令和６年度までに合計１４件の特定空き家等が解体され、その補助金総額は２０８３万

９０００円となっております。これからの計画につきましては、これまでと同様に、年間１な

いし２件の特定空き家等の解体に対し、この補助金を交付していく計画としております。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　この特定空き家の事業補助金ですね、なかなか予算設定時にもタイミング的

に難しいことがあるよというふうなことも伺っておりますけども、ここの今の説明等の中に出

てくる危険建物に指定された特定空き家等、これなかなか一般の方難しいと思うんですね、こ

の言葉。これ一体どういうものなのか、どのような要件が必要なのか、説明いただければと思

います。 

○議長（湊俊文）　建設課長。 

○建設課長（藤井尚志）　これにつきましては、北広島町空家再生等推進事業補助金交付要綱にて

補助対象となる要件を定めております。具体的には、基礎一般の程度、構造の腐朽、または破

損の程度などの評定区分があり、床、基礎、外壁、屋根などについて、その腐朽状態などを評

定し、基準以上に状態が悪いものが危険建物に指定された特定空き家等となります。加えて、

おおむね２０メートル以内に他が所有する建築物があり、かつ、保安上危険または衛生上有害

となるおそれがある特定空き家等として、指導助言を受けた建築物である場合に除却補助金の

対象となります。以上です。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　今説明をいただきましたが、なかなか説明だけ聞いて、ふんふんというふう
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なわけにはいかないと思いますけども、ひどく傷んだ建物で周囲に影響が及びそうなものと。

ざっくり言えばですよ。そういったものに該当するんだろうというふうに受け取ります。さて、

今年の１０月に三次市で倒壊の危険があるということで、空き家２戸の解体に対して初の行政

代執行が行われております。本町では、どのように受け止め、考えていらっしゃるか、考えを

伺います。 

○議長（湊俊文）　建設課長。 

○建設課長（藤井尚志）　危険な空き家の解体など、空き家に関する管理全般は所有者等にて実施

されるべきものですので、まずは所有者等への指導を行ってまいります。なお、相続放棄など

により、所有者等が不在になった危険な空き家については、町による対応が必要となる場合も

あると考えております。以上です。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　なかなか行政代執行ハードルが高いというのをよく聞く話ではあります。危

険建物に指定をされた特定空き家等に該当しない、いわゆる廃屋ですね。これについてはどの

ような対応されているのか、しているのか、伺います。 

○議長（湊俊文）　建設課長。 

○建設課長（藤井尚志）　主に近隣住民の方から苦情があった廃屋について、その所有者等に対し

て文書により適切な管理を行うよう定期的に指導を行っております。以上です。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　地域のほうから苦情があった廃屋については、所有者のほうに連絡をしてと

いうふうなことではありますけども、地域から解体整理等の声が上がるような利活用が難しい

建物、これらの除去が進まない要因ですね、もちろん持ち主の方が本来なら率先して解体され

るべきものだとは思うんですけども、それが進まない要因、これはどういうふうにお考えでし

ょうか、伺います。 

○議長（湊俊文）　建設課長。 

○建設課長（藤井尚志）　要因全てを把握できてはおりませんが、これまでの相談対応時のやり取

りから、解体費用の負担であったり、解体後の土地についての利活用の見込みが立たないこと

が要因の一つとなっていると考えております。以上です。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　確かに解体の費用であるとか、解体後の土地の利用が見込みが立たないよと

いうことがあるということですね。それでこの要因の一つですね。これの一つとして、これは

地域の方からの相談にもあったんですけども、住宅のある宅地と住宅のない土地では固定資産

税の課税額の違いがある。住宅があるほうが土地の課税額が少ないということで、空き家住宅

にそれを解体するということに手をつけられない、手をつけないんだというふうな話を伺って

ます。どのくらいの違いが生じるのか、可能であれば、具体例を示していただいて説明をいた

だければと思います。 

○議長（湊俊文）　税務課長。 

○税務課長（植田優香）　住宅用地に対する課税標準の特例に該当する場合は２００平方メートル

以下の小規模住宅用地については、課税標準額が評価額の６分の１の額となり、それを超える

一般住宅用地は、課税標準額が評価額の３分の１の額となります。例として、評価額が１８０

万円の３００平米の宅地で計算しますと、小規模住宅用地の計算式は１８０万円に３００分の
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２００を掛け合わせて６で割ると２０万円。一般住宅用地の計算は１８０万円に３００分の１

００を掛け３で割って２０万円で、それぞれの合計４０万円が課税標準額となり、税額は５６

００円となります。住宅のない宅地の例といたしましては、同じく評価額が１８０万円の３０

０平米の宅地で計算しますと、１８０万円の７０％が課税標準額となり１２６万円で、税額は

１万７６４０円になります。ただし、住宅のある宅地の場合には、この住宅用地の税額に家屋

の税額が加算をされます。以上です。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　今ご説明をいただきました３００平米の土地でということで、建物があれば

６分の１ないし３分の１の減免があるというふうな内容、課税額は５６００円だけども、住宅

がなければ、その税額は１万７６４０円になりますよ。ただし住宅があれば、その住宅の建物

の固定資産税が土地の減免のところですね。そっちのほうには加算されるというふうな内容に

なろうかと思います。これは、その地域なり建物の新しい古い、こういったこともかなり影響

して税額は大きく変わってくる内容になろうかとは思いますが、税金、土地の課税は上がるけ

どもというふうなことは、この数字、今の説明を聞いて分かりました。ただ、その住宅のある

場合、その地域でも違うよということは、このことをお尋ねになった方、今日ご覧になってい

れば一定程度ご理解をいただけるのかなというふうに思ってるところです。さて、この廃屋と

なっている住宅を解体撤去した後の宅地の課税額を従前のまま、あるいは一定期間従前のまま

にすることはできるのだろうかというふうな相談も実はこのときにされてます。こういったこ

とはどうなんでしょうか、ちょっとお伺いしてみます。 

○議長（湊俊文）　税務課長。 

○税務課長（植田優香）　住宅を解体した後の課税額を従前のままとすることは、課税の公平な観

点から、そのような取扱いはできません。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　普通の考え方で言えばそうだと思います。だけども、こういったことも一つ

一つ明らかにしていくことが、町の税制ですか、そういったところに理解をいただける一つの

ことになるのかなと思います。住宅のある宅地、今の減免のとこですね。住居の用に供する建

物ということで課税額の特例措置ということで減免されるということは分かるんですけども、

それが住める状況ではない住宅状況になっている、建物状況になっているときに、この特例措

置の対象から除外されるべきではないかと考えますが、見解を伺います。 

○議長（湊俊文）　税務課長。 

○税務課長（植田優香）　屋根が落ちているなどの損壊が生じている住宅については、その損壊の

程度が修理が困難である場合、例えば屋根の大半が崩れているなど、家屋としての要件を満た

さない場合は家屋としての課税はしておりませんが、住宅のない宅地の場合と同じ状況である

ため、住宅用地の特例措置の適用対象からは除外となっております。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　住宅用地の特例措置の適用対象から除外となるというんですが、これはどこ

がどういうふうに判断して進めていくのか、教えていただけますか。 

○議長（湊俊文）　税務課長。 

○税務課長（植田優香）　税務課のほうで現地のほうを調査し、確認をして、そのような取扱いに

なります。 
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○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　分かりました。税務課のほうで現地のほうに赴いて調査をしているというこ

とですね。活用できない空き家の整理を進めるために何らかの方策が必要かなということは思

います。税制面においても、政策的においても実行可能な施策があれば一緒に考えていけたら

なというふうな思いは持っております。さて、今度はちょっと空き家バンクのことについて質

問をしていこうというふうに思います。空き家バンクの状況を確認しておきたいと思うんです

けども、まず過去３年間の各地域の登録状況と推移、これを教えてください。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　過去３年間の各地域の登録状況でございますが、令和４年度

全体で３８件です。内訳といたしまして、芸北６件、大朝９件、千代田１５件、豊平８件。令

和５年度は全体で４７件。内訳といたしまして、芸北５件、大朝１８件、千代田１３件、豊平

１１件。令和６年度全体で３５件。内訳といたしまして、芸北８件、大朝１０件、千代田９件、

豊平８件となっております。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　過去３年間の登録状況をご説明いただきました。おおむね３０件台後半から

４０、５０件ぐらいということになりますけども、空き家バンクの登録条件の緩和が今年度か

らされてると思うんですけども、７年度の状況、これ、過去３年ではない今の状況なんですけ

ど、分かれば教えていただきたいのと、この空き家バンク登録条件の緩和の中身、どういった

ことを緩和したのかということと、それの効果、これは登録件数にも反映してるかも分かりま

せんけど、その辺りの説明を求めます。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　まず、空き家バンク登録条件緩和の概要でございますが、今

までは登録申込みの際に建物登記を必須としておりましたが、このたびからは建物登記をして

いただけるという確認のもとに空き家バンクへの登録をしていただいております。概要につい

ては以上でございます。昨日現在までに町全体で３８件のご登録をいただいております。その

うち受付申込時に建物登記のない件数は１０件でございます。ですので、効果といたしまして

は、空き家バンクの登録数のうちに受付時の登記なしが入っておりますので、空き家の掘り起

こしにつながっていると思っておるところでございます。以上です。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　申込み時に登記をしますよという約束で空き家バンクに掲載することができ

るようになった。いわゆるハードルを下げたということになろうかと思います。これで、その

物件が１０件で、今３８件ということであれば、まだまだこれからも登録があると思いますし、

そういった条件緩和の部分で１０件ある、該当がですね。いうことは一定の効果を上げている

んだろうなというふうに受け取ります。過去３年間の地域ごとの空き家バンクからの成約数、

これをちょっとお聞かせください。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　過去３年間の地域ごとの成約数でございますが、令和４年度

全体で２２件。内訳といたしまして、芸北３件、大朝８件、千代田５件、豊平６件。令和５年

度全体で２３件。内訳といたしまして、芸北５件、大朝８件、千代田８件、豊平２件。令和６

年度全体で３４件。内訳といたしまして、芸北６件、大朝１０件、千代田８件、豊平１０件と
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なっております。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　可能であれば、今年の数字が分かれば教えていただけますか。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　すみません。現在手持ち資料にその数値は持ち合わせており

ません。申し訳ありません。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　そうですね、質問のほうに過去３年間と。先ほど登録件数は今年のをお答え

いただいたので、ひょっとしたら今年の成約件数も分かるかなと思って質問してみましたが、

また、別の機会にお尋ねしようと思います。さて、各自治体で空き家バンクとか移住定住につ

ながる情報発信の取組がされているのは周知のことだと思いますけども、本町においては、令

和４年度からＶＲ画像による、ウェブ上ですね、空き家情報の提供がされています。この利用

状況であるとか利用者の反応はどうだったのかを伺うとともに、令和５年第４回の定例会で、

ＳＮＳによる情報発信を検討しているとの答弁がありました。この進捗状況についてもお聞か

せいただければと思います。お願いします。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　ＶＲ画像の利用状況等につきましては、令和６年度の数値で

申しますと、ＶＲ画像のページビューは約６０００回となっており、物件の情報提供ツールと

しては効果があるものと考えております。利用者の反応といたしましては、特に遠隔地にお住

まいの利用者の方から、効率的に物件状況を確認することができたなどのご意見をいただいて

おります。また、ＳＮＳによる発信につきましては、公式ＬＩＮＥを用いた新着登録物件の発

信のほか、インスタグラムでは空き家情報に加え、町内での暮らしの様子などを投稿しておる

ところでございます。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　ＶＲ６０００回ですか、かなりの数ですね。ＳＮＳのことについてもお答え

をいただきました。ＳＮＳ、ＬＩＮＥとかインスタグラムになろうかと思いますけども、これ

らの利用状況であるとか登録数、あるいはフォロワー数、また成約例があればちょっとお示し

いただければと思います。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　ＳＮＳ、町全体でございますが、ＬＩＮＥにつきましては６

６００余りの友だち登録、インスタグラムにつきましては、先日３００のフォロワーがござい

ました。ＬＩＮＥにつきましては、昨日現在で２３５人の方が物件の情報を求められておると

いう数字が上がっております。成約数につきましては、すみません、それぞれその目的で数字

をカウントしておりませんので、そういった数字はすみません、持ち合わせておりません。以

上です。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　空き家バンク、入り口はＶＲであれ、ＳＮＳであれ、結果的に成約数が増え

ればというふうなところだと思います。空き家バンクの機能を補完する取組、これも前回のと

きにお伺いしてるんですけども、大朝、芸北、豊平地域でされておりますし、令和５年度第４

回の定例会では、官民連携は必要であり、所有者等の同意を得ながら移住定住の取組を進める
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という答弁もいただいております。具体的な取組状況をがあれば、これをお聞かせください。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　官民連携の取組状況といたしまして、まず、登録申請書内に

情報提供同意欄を追加し、申請者の同意を得ることができた場合は、必要な情報について関係

団体との共有を図っております。次に、集落支援員や地域協議会と連携した空き家物件の掘起

し活動が挙げられます。具体的には、空家情報バンクへの物件登録を促すＰＲチラシのポステ

ィングや相談窓口の開設などを行っております。また、民間不動産取扱業者と連携し、不動産

業界での空家情報バンク登録物件のＰＲなど、チャンネルを増やし、成約に結びつける取組を

進めておるところでございます。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　様々な補完、空家バンク、機能を補完する取組をしてますよということです

ね。集落支援員とか地域協議会と連携してということではありますけども、この中で豊平ＩＪ

Ｕ促進会がありますね。この活動において移住者カフェの開催等が計画された、されるという

ふうなことを聞いてますが、具体的にはどういったものなんでしょうか。お聞かせください。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　移住カフェの詳しい内容につきましては、すみません、全部

を町で把握しているわけではございませんが、今年度実施を予定されておりましたが、今年度

は移住者へのアンケートをされて、令和８年度に実施されるというふうに伺っております。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　移住者へのアンケート、これは地域に移住をされた方へアンケートするとい

ったことですか。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　そのようにお聞きしております。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　私が聞いてる内容からすれば、既に移住定住された方と、これから移住定住

を考えてる方との交流会を考えているというふうな内容でお伺いをしているので、この辺りは

しっかり行政のほうもフォローしていただきたいというふうに思います。また、この豊平ＩＪ

Ｕ促進委員会の取組で町外居住者ですね、町外居住者の方へ空き家の適正管理に関する通知を

送られる際、ＩＪＵ促進会の活動とともに、空き家バンクへの登録を促す文書の同封を行って

発送したというふうに伺ってます。反応はどうだったんでしょうか、伺います。 

○議長（湊俊文）　建設課長。 

○建設課長（藤井尚志）　こちらに関しましては文書を発送させていただきました建設課のほうか

らお答えいたします。まず、豊平ＩＪＵ促進会にて調査をされた豊平地域の利活用が可能と思

われる空き家リストから、まずは今吉田地域の空き家管理者に対して、豊平ＩＪＵ促進委員会

の活動内容に関するチラシと空き家バンクへの登録を促す文書を発送いたしました。その結果、

建設課へは３名の方から今後の空き家の利活用についてご相談がありました。また、豊平ＩＪ

Ｕ促進委員会のほうへは１０名の方から連絡があったと伺っております。以上です。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　地区限定ではありますが、発送して、トータルで１３名からの反応があった

ということになりますよね。何か所に送ったかって把握されてますか。 
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○議長（湊俊文）　建設課長。 

○建設課長（藤井尚志）　現在その数字を持ち合わせておりませんが、申し訳ございません。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　一定の効果があるということであるなら、母数が分かれば、今後こういった

活動も進めていく必要が、プラスになるのかなというふうな思いがあるので、また聞かせてい

ただきます。さて、令和７年度予算の中で新規定住促進事業ということで、お試し移住宿泊費

助成金３０万円と、町の暮らし体験助成金１０万円が新規事業として上げられておりました。

それぞれの目的と執行状況についてお伺いします。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　本事業の実施に当たりましては、制度利用者及び協力事業者

の申請手続等の負担軽減や効率化を図るため、２事業を１事業に再整理し、お試しステイ支援

事業としてスタートしております。事業目的として、北広島町の魅力や生活環境を理解し、実

際に暮らすことへの具体的なイメージを醸成すること、地域で暮らす方との関係づくりにより

不安や課題の解消に近づけることを掲げ、移住後も地域に溶け込み、快適に暮らしていくため

のお試しの機会を提供しております。本事業の利用状況につきましては、令和７年１１月３０

日現在で２０人泊でございます。全て大朝地域のゲストハウスで利用されております。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　実際に暮らすことへの具体的なイメージを醸成することと暮らす方との関係

づくりの課題解消に近づけるということを考えておられるこの事業ですけども、これらの事業

の成果、現状の、２０人泊の利用があったというふうなことですが、事業の成果や課題、これ

らについて、現時点でどのように思われてるか、お伺いします。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　実際利用していただいた方からＬＩＮＥ等でご意見等伺うよ

うな仕組みにしております。まだまだ広報がちょっと足らないのかないうところは感じており

ますので、引き続きホームページないしＬＩＮＥ等で広報活動をしていければと考えておりま

す。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　ＬＩＮＥで意見を伺うようにということですが、どういった内容なのか、紹

介できるものがあればお聞きしたいんですけども。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　すみません、今ちょっと手元に資料持ち合わせておりません

が、実際泊まられた感想とかがメインになっております。利用された方につきましては。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　なかなか聞きたいところに手が届かないので、あれなんですけど、そういっ

たことは把握をきちんとして、この中身、事業をしっかり生かしていくというところに検証し

て、つなげるということが必要だと思うので、またこれも機会を見てお伺いしていこうと思い

ます。お試し住宅は、過去本町でも設置をされてましたね。今はお試し移住宿泊費助成という

形になってますけども、１０月に行政視察をさせていただいた島根県津和野町、これ町内３か

所にお試し住宅を設置して、対象を移住希望者、また就業体験希望者、これ農業含めです。高

等学校就学希望者とその家族として、利用期間は最長１年、利用料は、光熱水費等含め月額１
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万８０００円から３万円ということで、相当の効果を上げてるよというふうな紹介がございま

した。また民間賃貸住宅建設、改修支援事業として、賃貸を目的とした住宅の修繕、模様替え、

設備改修や敷地内整備に対して補助率５分の４、県補助が４分の１、国補助が３分の１、国補

助はこれ国交省です。空家対策総合支援事業を利用して上限が９６０万円という事業、これを

展開されてて、なかなか好評で、視察のときに、まねをしないでくださいというふうなことも

言われた事業です。こういった取組を各地域でたくさんされているわけですけども、特色ある

移住定住に対する取組の一つに上げられると思いますけども、空き家バンクから移住を検討さ

れてる方が、その購入資金として金融機関で借入れを考える際に、条件や相談窓口の有無など、

なかなか分かりにくいんだというふうなことを伺っております。移住定住支援として、このよ

うな課題解決のためのセミナーであるとか、計画的なこういった説明会、あるいは資料提供な

ど、移住を検討される方に寄り添う仕組み、取組があれば、本町の特徴的な支援取組の一つに

なるんではないかなというふうに思いますが、本町としての移住定住支援取組の考えがあれば、

お聞かせください。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　空き家購入の際の資金調達に関する窓口相談につきましては、

現時点におきましてはお受けした実績がありません。セミナー開催については、特に検討はし

ておりませんが、相談をいただいた場合には、町内の金融機関へのおつなぎなどを行ってまい

りたいと考えております。また現在、民間事業者と連携して、北広島町空き家の手引を作成中

でございます。この手引には、空家情報バンクの活用や関連する補助金制度のほか、空き家の

適切な管理、空き家を所有することになったときの注意事項などの掲載を予定しており、移住

定住支援のほか空き家対策につながる事業と考えております。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　空き家の手引を作成中ということなんですね。いいと思います。これ、いつ

頃の作成を目途とされているのか、また冊子、紙ベースなのか、ウェブ上でも公開するのか、

その辺りはどういうふうにお考えか、お聞かせください。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（小椿治之）　まず、媒体といたしましては紙ベースでございます。予定で

は２０００部を予定しております。こちらは区長文書での回覧のほか、窓口等への配架ができ

ればと考えております。予定といたしましては１月下旬頃に皆様方へお示しができるのではな

いかと準備をしております。以上です。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　ということは来月ということですね。分かりました。楽しみにしておきます。

最後の質問になりますけども、令和７年度施政方針で箕野町長から、若者の定住促進対策とし

て、若者を呼び込む施策を検討すると表明をされており、広島県の若者減少対策と連携をして

施策を進め、住宅環境整備なども検討・研究するとされております。広島県の令和７年度若者

減少対策関連事業は、県の取組として県内企業や大学等の認知向上の後押し、魅力的な産業の

集積や職場環境整備の支援、地域の魅力及び暮らしやすさの向上、この３つを掲げ、全２３事

業９８．５億円が予算化されているものです。具体的にどの事業と連携していくのか、具体的

な検討内容と進捗についてご説明をいただきたいと思いますし、これからの空き家対策並びに

定住促進対策について、町長の所見を伺います。 
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○議長（湊俊文）　町長。 

○町長（箕野博司）　広島県の令和７年度若者減少対策関連事業につきましては、本町において既

に幾つかの分野で関連事業を実施をしております。一例を挙げますと、町内企業での職場見学

及び職業体験事業、「中高生が描く未来の北広島町」と冠した提案型のプレゼンテーション及

びパネル展示事業、広島県交流・定住促進協議会と連携した移住・定住フェア出展事業、出産

に対するポジティブイメージの醸成や命の大切さを学ぶいのちの授業開催事業等実施しておる

ところであります。県が実施主体となる若者減少対策関連事業については、一部「県と市町が

一体となり」という文言があり、情報提供があった際には内容を精査し、事業実施について検

討する必要があると考えております。本町において、空き家対策及び定住促進対策の推進は、

長期総合計画にも位置づけている重要な施策であります。空き家対策については、管理不全空

き家等の所有者への対応が必要になります。適切な管理を促すための助言・指導を実施してい

ますが、指導に対する改善が見られない場合については勧告措置等を実施していく必要があり

ます。定住促進対策については、案内業務のＤＸ化により効率化を図ることをはじめ２０代か

ら４０代の利用希望登録者をターゲットにしたＳＮＳを活用した情報発信の充実、ニーズを把

握した上での補助制度の見直し及びブラッシュアップ、各地域協議会や若者の移住定住対策に

取り組む団体との連携による空き家の適正管理を促す啓発、物件登録の推進に取り組んでいる

ところであります。県の行っている事業については、ほとんどが企業立地奨励金対策ですよね。

そういうことで、あまり直接的には地域の自治体に一緒にやるというものは少ないと思ってお

ります。これからまた来年度に向けては、いろいろ施策も変わってくる可能性もあるんで注視

をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　今、県の施策との兼ね合いも含め、これからの見通しも含め、説明をいただ

きました。なかなか空き家活用であるとか移住定住対策、本当に大変な課題、地域課題ではあ

ろうかと思いますけども、以前にも申し上げましたけども、たくさんの方にこの空き家対策と

か移住定住のお話をするときに持ち主、空き家の持ち主にとって空き家は財産じゃなくて負の

遺産なんだよということを言われる、その言葉がすごく気持ちの中に残ってます。地域の環境

整備や空き家の利活用とか、こういった負の部分をプラスに変えられるように、一緒に私も取

り組んでいきたいと思いますし、これからの本町の取組を引き続き注視をしていきたいという

ふうに思っていることをお伝えして、私の質問を終わります。 

○議長（湊俊文）　これで伊藤立真議員の質問を終わります。お諮りします。本日の会議はこの程

度にとどめ、明日１２日に延会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。（異議なし

の声あり） 

○議長（湊俊文）　ご異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会といたします。なお、明日

の会議は午前１０時から本日に引き続き一般質問を行います。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

午後　　３時　３９分　延　会 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～


